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収入

 １　党費又は会費

 (1) 個人

 (2) 法人その他の団体

 (3) 政治団体

 (4) 政党匿名寄附

 ４　借入金

 ６　その他の収入

支出

費目 内容

 (1) 人件費

 政治団体の職員（機関紙誌の発行その他の事業に従事する者を
 除く。）に支払われる給料、報酬、扶養手当、通勤手当・住居手当
 その他各種手当の類及び健康保険料・労働保険料その他の各種
 保険料の類をいう。

 (2) 光熱水費  電気代、ガス代、水道使用料  電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料等をいう。

 (3) 備品・消耗品費  備品購入費、消耗品購入費
 机、椅子、ロッカー、複写機、自動車（事務所用に限る。）等の
 備品類及び事務用用紙、封筒、鉛筆、インク、事務服、新聞、
 雑誌、ガソリン等の消耗品の類の購入費をいう。

 (4) 事務所費
 事務所家賃、電話使用料、
 切手購入費、修繕料

 事務所の借料損料（地代、家賃）、公租公課、火災保険金等の各種
 保険金、電話使用料、切手購入費、修繕料その他これらに類する
 経費で、事務所の維持に通常必要とされるものをいう。

 (1) 組織活動費
 大会費、行事費、組織対策費、
 渉外費、交際費

 当該政治団体の組織活動に要する経費（選挙に関するものを
 除く。）で例えば、大会費、行事費、組織対策費、渉外費、
 交際費の類をいう。

 (2) 選挙関係費
 公認推薦料、陣中見舞、
 選挙対策費

 選挙に関して支出される経費で、例えば、公認料推薦料、陣中見舞
 その他選挙に関して行われる政治活動に要する経費の類をいう。

 (3)

 イ　宣伝事業費

 遊説費、新聞・ラジオ・テレビの
 広告料、ポスター・ビラ・パンフ
 レットの作成費、宣伝用自動車の
 購入・維持費

 機関紙誌の発行以外の政策の普及宣伝に要する経費（選挙に関する
 ものを除く。）で例えば、遊説費、新聞・ラジオ・テレビの
 広告料、ポスター・ビラ・パンフレットの作成費、宣伝用自動車の
 購入・維持費の類をいう。

 ウ　政治資金パーティー
　　 の開催事業費

 会場借上費、記念品代、
 講演諸経費

 政治資金パーティーの開催に要する経費で、例えば、会場借上費、
 記念品代、講演諸経費の類をいう。

 エ　その他の事業費
 新年会開催費、講演会開催費、
 バザー開催費、バス旅行会開催費

 上記ア～ウ以外の諸事業に要する経費をいう。

 (4) 調査研究費
 研修会費、資料費、書籍購入費、
 翻訳代

 政治活動のために行う調査研究に要する経費で、例えば、
 研修会費、資料費、書籍購入費、翻訳代の類をいう。

 (5) 寄附・交付金
 寄附金、賛助金、支部交付金、
 負担金

 政治活動に関する寄附、賛助金、当該政治団体の本部又は支部に
 供与した交付金、負担金の類をいう。
 ※ 選挙に関して支出される経費は(2)の選挙関係費である。

 (6) その他の経費  借入金返済、貸付金
 借入金返済、貸付金等上記(1)～(5)に分類できない政治活動に
 要する経費をいい、５万円未満をまとめた「その他の支出」では
 ない。

 ● 国会議員関係政治団体の場合
　　(1) 人件費を除く経常経費及び政治活動費は、１件当たりの金額が１万円超の支出について、その支出を受けた者の氏名及び住所（団体に
　　　　あっては、その名称及び主たる事務所の所在地）並びに当該支出の目的、金額及び支出年月日を記載すること。
　　(2) 支出は、上記の例示（区分）により、項目別区分欄に「光熱水費（電気代）」、「組織活動費（大会費）」というように小分類し、
　　　　それぞれ別葉とする。
　　(3) 収支報告書を提出する際には、領収書等の写しを提出すること（人件費を除く経常経費及び政治活動費に係る１万円超の支出について
　　　　すべて必要。）。なお、領収書等の写しは、支出項目順に綴じ、収支報告書とは別にして１部提出すること。

 ● 資金管理団体の場合
　　(1) 人件費を除く経常経費及び政治活動費は、１件当たりの金額が５万円以上の支出について、その支出を受けた者の氏名及び住所（団体に
　　　　あっては、その名称及び主たる事務所の所在地）並びに当該支出の目的、金額及び支出年月日を記載すること。
　　(2) 支出は、上記の例示（区分）により、項目別区分欄に「光熱水費（電気代）」、「組織活動費（大会費）」というように小分類し、
　　　　それぞれ別葉とする。
　　(3) 収支報告書を提出する際には、領収書等の写しを提出すること（人件費を除く経常経費及び政治活動費に係る５万円以上の支出について
　　　　すべて必要。）。なお、領収書等の写しは、支出項目順に綴じ、収支報告書とは別にして１部提出すること。

 ● その他の政治団体の場合
　　(1) 政治活動費は、１件当たりの金額が５万円以上の支出について、その支出を受けた者の氏名及び住所（団体にあっては、その名称及び
　　　　主たる事務所の所在地）並びに当該支出の目的、金額及び支出年月日を記載すること。
　　(2) 支出は、上記の例示（区分）により、項目別区分欄に「組織活動費（大会費）」というように小分類し、それぞれ別葉とする。
　　(3) 収支報告書を提出する際には、領収書等の写しを提出すること（政治活動費に係る５万円以上の支出についてすべて必要。）。
　　　　なお、領収書等の写しは、支出項目順に綴じ、収支報告書とは別にして１部提出すること。

 設立届出のある政治団体からの寄附。

 政党及び政治資金団体が、街頭又は一般に公開される講演会若しくは集会において受けた1,000円以下の
 寄附。

 預金利子等、上記以外の収入。

 ５　本部又は支部から供与された
　　 交付金に係る収入

機
関
紙
誌
の
発
行

そ
の
他
の
事
業
費

 ア　機関紙誌の発行事業費

 機関紙や機関雑誌の発行収入、政治資金パーティー開催収入、催物の事業収入、会合等での臨時会費や
 新年会・忘年会の会費収入。具体的には「○○機関紙」・「○○政治資金パーティー開催」・○○講演会
 会費」等細分のうえ記載する（この収入に対応する支出は「機関紙誌の発行その他の事業費」にそれぞれ
 分類して記載。）。

 ３　機関紙誌の発行その他の事業に
　　 よる収入

２

政
治
活
動
費

 給与、材料費、印刷費、
 荷作発送費、原稿料

 個人あるいは金融機関等からの借入金。

 本部から支部への交付金（還付金）、支部から本部への納付金又は支部（他都道府県を含む。）間の
 交付金の額。

収入・支出項目の分類基準表

 機関紙誌の発行に従事する者に支払われる給与、材料費、印刷費、
 荷作発送費、原稿料その他機関紙誌の発行に要する経費をいう。

項目別区分

項目 内容

 個人が負担する党費又は会費（規約等で定めている金額）の合計金額及び納付した者の実人員。
 なお、「法人その他の団体」からのものは寄附となる。

 個人からの寄附。

 法人その他の団体が負担する党費又は会費を含む寄附。
２

寄
附

１

経
常
経
費
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第 １３ 号 様 式 （➨㸴᮲㛵係）

１　収入簿

金　額 年月日

１　ಶேの㈇ᢸࡍるඪ㈝又は㈝
１　何　々
２　何　々

２の１　ᐤ㝃（ᨻඪ༏ྡᐤ㝃ࢆ㝖ࠋࡃ）
（１）ಶேࡽのᐤ㝃

１　何　々
２　何　々

（２）ἲேࡑののᅋయࡽのᐤ㝃
１　何　々
２　何　々

（３）ᨻᅋయࡽのᐤ㝃
１　何　々
２　何　々

（ᐤ㝃のࡕ࠺ᐤ㝃のࢇࡏࡗ࠶にࡼるࡶの）
（１）ಶேにࡼるࡶの

１　何　々
２　何　々

（２）ἲேࡑののᅋయにࡼるࡶの
１　何　々
２　何　々

（３）ᨻᅋయにࡼるࡶの
１　何　々
２　何　々

２の２　ᨻඪ༏ྡᐤ㝃
１　何　々
２　何　々

３　ᶵ㛵⣬ㄅのⓎ⾜ࡑのの事ᴗにࡼる収入
（１）ᶵ㛵⣬ㄅのⓎ⾜事ᴗ

ᑠ　ィ

…
…

ᑠ　ィ
ྜ　ィ

…
…

ᑠ　ィ

…
…

項 目 摘　要

ᑠ　ィ

…
…

ྜ　ィ

ᑠ　ィ

…
…

ᑠ　ィ
（ྜ　ィ）

備　考

…
…

ྜ　ィ

…
…

…
…
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１　何　々
２　何　々

（２）ᨻ㈨金࣮ࢸ࣮ࣃ㛤ദ事ᴗ
１　何　々
２　何　々

（ᨻ㈨金࣮ࢸ࣮ࣃのᑐ౯に係る収入のෆ
　ヂ）

(�)　何　々
のᑐ౯のᨭ払ࡽಶே　　

�ձ　何　々
�ղ　何　々

のᑐ౯のᨭ払ࡽののᅋయࡑἲே　　
�ձ　何　々
�ղ　何　々

のᑐ౯のᨭ払ࡽᨻᅋయ　࢘　
�ձ　何　々
�ղ　何　々

（ᨻ㈨金࣮ࢸ࣮ࣃのᑐ౯に係る収入の࠺
（ののෆヂࡶるࡼにࢇࡏࡗ࠶ᑐ౯のᨭ払のࡕ
のࡶるࡼಶேの　　

�ձ　何　々
�ղ　何　々

のࡶるࡼののᅋయにࡑἲே　　
�ձ　何　々
�ղ　何　々

のࡶるࡼᨻᅋయに　࢘　
�ձ　何　々
�ղ　何　々

(�)　何　々

のの事ᴗࡑ（３）
１　何　々
２　何　々

ᑠ　ィ

…
…

…
…

…
…

…
…

（ෆヂのィ）

…
…

ᑠ　ィ

…
…

…
…

…
…

（ෆヂのィ）

…
…

ィ

…
…
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㸲　入金
１　何　々
２　何　々

㸳　ᮏ㒊又はᨭ㒊ࡽ౪ࡉれࡓ金に係
　る収入

１　何　々
２　何　々

㸴　ࡑのの収入
１　何　々
２　何　々

２　ᨭฟ簿

１　⤒　ᖖ　⤒　㈝
（１）ே　　௳　　㈝

１　何　々
２　何　々

（２）ග　⇕　Ỉ　㈝
１　何　々
２　何　々

（３）備ရ࣭ᾘ⪖ရ㈝
１　何　々
２　何　々

（㸲）事　ົ　ᡤ　㈝
１　何　々
２　何　々

２　ᨻ��ά�ື�㈝
（１）⤌�⧊�ά�ື�㈝

１　何　々
２　何　々

…
…

ྜ　ィ

ྜ　ィ

…
…

ᑠ　ィ
ྜ　ィ

…
…

ྜ　ィ

…
…

ྜ　ィ

備考
ᨭ ฟ の 目 的

収 入 の ⥲ 額

項　　目 摘　要
金額

…
…

ྜ　ィ

…
…

ྜ　ィ

年月日
ᨭฟࡓࡅཷࢆ
⪅のẶྡ

…
…

ྜ　ィ
⥲　ィ
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（２）㑅�ᣲ�㛵�係�㈝
１　何　々
２　何　々

（３）ᶵ㛵⣬ㄅのⓎ⾜ࡑのの事ᴗ
　㈝
㈝ᶵ㛵⣬ㄅのⓎ⾜事ᴗ　　

１　何　々
２　何　々

㈝�ᐉ�ఏ�事�ᴗ　　
１　何　々
２　何　々

㛤ദ事ᴗ࣮ࢸ࣮ࣃᨻ㈨金　࢘　
　　㈝

１　何　々
２　何　々

㈝��の��の�事�ᴗࡑ　࢚　
１　何　々
２　何　々

（㸲）ㄪ�ᰝ�◊�✲�㈝
１　何　々
２　何　々

（㸳）ᐤ�㝃�࣭���金
１　何　々
２　何　々

（㸴）ࡑ�の��の�⤒�㈝
１　何　々
２　何　々

…
…

ྜ　ィ

…
…

ᑠ　ィ

…
…

ྜ　ィ

ྜ　ィ

…
…

ᑠ　ィ

…
…

ᑠ　ィ

ྜ　ィ

⥲　ィ

ᨭ ฟ の ⥲ 額

…
…

ྜ　ィ

…
…

ྜ　ィ

…
…

ᑠ　ィ

…
…
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３　運用簿

項　　目 摘　　要 金額 年月日
金額
（ａ
）

預入れ等
に係る金
銭等の金
額（ｂ）

収入金額
(ａ)－
(ｂ)

年月日

１　預金又は貯金
１　何　々
２　何　々

２　国債証券等
１　何　々
２　何　々

３　金銭信託
１　何　々
２　何　々

…
…

…
…

運用の目的
預入れ等に
係る事項

払戻し等に係る事項

備考

…
…
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（記載要領）

１ 収入簿

（１） 収入簿には、このᵝᘧにᐃめる区ศにᚑい、すての収入を記載すること。

。いこと࡞࠼お、適宜、ศしてసᡂし、ཪは、⿵ຓ簿、日計⾲の類を用してもᕪし支࡞

（２）収入とは、金銭、≀ရ、ື⏘そのの㈈⏘上の┈の収受で、ἲ➨㸶᮲の３ྛ号に掲げる

   ᪉ἲによる運用のために౪し、ཪはした金銭及び᭷౯ドๆの当該運用にಀる当該金銭

  等に┦当する金銭等の収受以外のものをいう。

、た金額を記載するものとしࡗ✚ては、これを౯にぢࡗお、金銭以外の㈈⏘上の┈にあ࡞   

その᰿ᣐを「備考」欄に記載すること。

（３）すての収入は、ಶேが㈇ᢸするඪ㈝ཪは会㈝、ᐤ㝃（ἲேそののᅋయが㈇ᢸするඪ㈝ཪ

は会㈝をྵࡴ。以ୗྠࡌ。）、ᶵ㛵⣬ㄅのⓎ行そのの事ᴗによる収入、入金、ᮏ㒊ཪは支㒊

。れた金にಀる収入及びそのの収入にศ類して記載することࡉ౪ࡽ

（㸲）ಶேが㈇ᢸするඪ㈝ཪは会㈝にࡘいては、その௳ᩘ、金額及び⣡入年月日を記載するものと

し、その௳ᩘは、「摘要」欄に「甲ఱ名ศ」というように記載すること。

（㸳）ᐤ㝃（ᨻඪ༏名ᐤ㝃（ᐤ㝃のうࡕ、ἲ➨２２᮲の㸴➨２項につᐃするᨻඪཪはᨻ㈨金ᅋయ

が⾤㢌ཪは୍⯡にබ㛤ࡉれる₇ㄝ会ⱝしࡃは㞟会の会場において受ࡅる༏名のᐤ㝃で１௳当

たりの金額が千以ୗのものをいう。以ୗྠࡌ。）を㝖ࡃ。以ୗ���を㝖き、1 においてྠࡌ。）

にࡘいては、そのᐤ㝃をした者のẶ名、ఫ所及び⫋ᴗ（ᅋయにあࡗては、その名称、たる事

ົ所の所在地及び代⾲者のẶ名。以ୗ���においてྠࡌ。）、当該ᐤ㝃の金額及び年月日並びに

ᐤ㝃者が上場࣭外㈨㸳㸮㸣㉸会♫（ἲ➨２２の㸳➨１項ᮏᩥにつᐃする日ᮏἲேをいう。に

おいてྠࡌ。）であるときはその᪨を記載すること。

「のᐤ㝃ࡽἲேそののᅋయ」、「のᐤ㝃ࡽಶே」ては、当該ᐤ㝃をࡗお、記載に当た࡞   

ཪは「ᨻᅋయࡽのᐤ㝃」に区ศし、ᐤ㝃者ูにḟのにより記載すること。また、ᮏ㒊ཪ

は支㒊ࡽ౪ࡉれた金にಀる収入は、ᐤ㝃には該当し࡞いため、「ᨻᅋయࡽのᐤ㝃」

にはྵめ࡞いこと。

   ಶேࡽのᐤ㝃にあࡗては、ᐤ㝃者のẶ名を「摘要」欄に「甲㔝ኴ㑻」というように記載

し、ᐤ㝃者のఫ所及び⫋ᴗを「備考」欄に「東京都千代田区○○町１丁目１番１号○○会

㤋○号ᐊ（甲会♫♫㛗）」というように記載すること。

のᐤ㝃ࡽいては、ಶேࡘお、≉ᐃᐤ㝃（ἲ➨１９᮲の㸲につᐃするᐤ㝃をいう。）に࡞    

の項目に記載するものとし、ࡤ࠼、甲㔝ኴ㑻が㈨金⟶⌮ᅋయのᒆฟをした者である場合に

は、「摘要」欄に「 ○≉ 甲㔝ኴ㑻」というように記載すること。

また、㑇㉗によࡗてするᐤ㝃にࡘいては、「備考」欄に「㑇㉗」と記載すること。

   ἲேそののᅋయࡽのᐤ㝃にࡘいては、ᐤ㝃者の名称を「摘要」欄に「甲ᰴᘧ会♫（乙   

支店）」、「ປാ⤌合」というように記載し、ᐤ㝃者のたる事ົ所の所在地及び代⾲者の

Ặ名を「備考」欄に「東京都千代田区○○町１丁目１番１号（甲㔝ኴ㑻）」というように記

載すること。

いては、「備考」欄に「上場࣭外㈨㸳㸮㸣ࡘのᐤ㝃にࡽ♫お、上場࣭外㈨㸳㸮㸣㉸会࡞    

㉸」というように記載すること。

࢘   ᨻᅋయࡽのᐤ㝃にࡘいては、ᐤ㝃者の名称を「摘要」欄に「甲ᨻᅋయ」というよう

に記載し、ᐤ㝃者のたる事ົ所の所在地及び代⾲者のẶ名を「備考」欄に「東京都千代田

区○○町１丁目１番１号（甲㔝ኴ㑻）」というように記載すること。
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（㸴）ᐤ㝃のうࡕ、ᐤ㝃のあࢇࡏࡗをࡉれたものにࡘいては、ᐤ㝃のあࢇࡏࡗをした者のẶ名、ఫ

所及び⫋ᴗ並びに当該ᐤ㝃のあࢇࡏࡗにಀるᐤ㝃の金額、これを㞟めた期間及びこれが当該ᨻ

ᅋయにᥦ౪ࡉれた年月日を記載するものとし、記載の要領は、ᐤ㝃のあࢇࡏࡗ者のẶ名を「摘

要」欄に記載し、ఫ所及び⫋ᴗ並びにᐤ㝃を㞟めた期間を「備考」欄に記載すること。

（㸵）ᨻඪ༏名ᐤ㝃にࡘいては、ྠ୍の日にྠ୍の場所で受ࡅたᐤ㝃ࡈとに、その金額の合計額並

  びに当該年月日及び場所を記載するものとし、当該場所を「備考」欄に「東京都千代田区○○

町１丁目○○㥐๓⾤㢌」、「東京都千代田区○○町１丁目１番１号○○会㤋○○の間」というよ

うに記載すること。

（㸶）ᶵ㛵⣬ㄅのⓎ行そのの事ᴗによる収入にあࡗては、その事ᴗの種類並びに当該種類ࡈとの

  金額及び収入年月日を記載するものとし、記載の要領は、ᶵ㛵⣬ㄅのⓎ行事ᴗ及びᨻ㈨金

ては、事ᴗの種類を「摘要」欄に「甲ᶵ㛵⣬」、「乙ᶵ㛵㞧⣬」、「甲ࡗ㛤ദ事ᴗにあ࣮ࢸ࣮ࣃ  

  ᨻ㈨金࣮ࢸ࣮ࣃ㛤ദ事ᴗ」、「乙ᨻ㈨金࣮ࢸ࣮ࣃ㛤ദ事ᴗ」というように⣽ศしたう

。ては、「そののദ≀事ᴗ」というように記載することࡗで記載し、そのの事ᴗにあ࠼

また、ᨻ㈨金࣮ࢸ࣮ࣃ㛤ദ事ᴗにࡘいて、のᨻᅋయとඹྠで㛤ദした場合にあࡗて

は、その᪨及び当該のᨻᅋయの名称を備考欄に記載すること。

。㛤ദ事ᴗのᑐ౯にಀる収入のෆヂをḟにより記載すること࣮ࢸ࣮ࣃお、ᨻ㈨金࡞

   ᨻ㈨金࣮ࢸ࣮ࣃのᑐ౯にಀる収入にࡘいては、ᨻ㈨金ࡈ࣮ࢸ࣮ࣃとに、その名称、   

㛤ദ年月日、㛤ദ場所及びᑐ౯にಀる収入の金額並びにᑐ౯の支ᡶをした者のẶ名、ఫ所及

び⫋ᴗ（ᑐ౯の支ᡶをした者がᅋయである場合には、その名称、たる事ົ所の所在地及び

代⾲者のẶ名。においてྠࡌ。）並びに当該ᑐ౯の支ᡶにಀる収入の金額及び年月日を記

載すること。

「のᑐ౯の支ᡶࡽἲேそののᅋయ」、「のᑐ౯の支ᡶࡽಶே」お、当該ᑐ౯の支ᡶを࡞

ཪは「ᨻᅋయࡽのᑐ౯の支ᡶ」に区ศし、ᑐ౯の支ᡶ者ูにḟのにより記載すること。

   �㺏� ಶேࡽのᑐ౯の支ᡶにあࡗては、ᑐ౯の支ᡶをした者のẶ名を「摘要」欄に「甲㔝ኴ

㑻」というように記載し、ᑐ౯の支ᡶをした者のఫ所及び⫋ᴗを「備考」欄に「東京都

千代田区○○町１丁目１番１号○○会㤋○号ᐊ（甲会♫♫㛗）」というように記載するこ

と。

   �㺐� ἲேそののᅋయࡽのᑐ౯の支ᡶにࡘいては、ᑐ౯の支ᡶをした者の名称を「摘要」

欄に「甲ᰴᘧ会♫（乙支店）」、「ປാ⤌合」というように記載し、ᑐ౯の支ᡶをした者

のたる事ົ所の所在地及び代⾲者のẶ名を「備考」欄に「東京都千代田区○○町１丁

目１番１号（甲㔝ኴ㑻）」というように記載すること。

   �㺑� ᨻᅋయࡽのᑐ౯の支ᡶにࡘいては、ᑐ౯の支ᡶをした者の名称を「摘要」欄に「甲

ඪ（東京都支㒊）」というように記載し、ᑐ౯の支ᡶをした者のたる事ົ所の所在地及

び代⾲者のẶ名を「備考」欄に「東京都千代田区○○町１丁目１番１号（甲㔝ኴ㑻）」と

いうように記載すること。

   ᨻ㈨金࣮ࢸ࣮ࣃのᑐ౯にಀる収入のうࡕ、ᑐ౯の支ᡶのあࢇࡏࡗをࡉれたものにࡘい

   ては、ᨻ㈨金ࡈ࣮ࢸ࣮ࣃとに、ᑐ౯の支ᡶのあࢇࡏࡗをした者のẶ名、ఫ所及び⫋ᴗ並

びに当該ᑐ౯の支ᡶのあࢇࡏࡗにಀる収入の金額、これを㞟めた期間及びこれが当該ᨻᅋ

యにᥦ౪ࡉれた年月日を記載するものとし、記載の要領は、ᑐ౯の支ᡶのあࢇࡏࡗ者のẶ名

を「摘要」欄に記載し、ఫ所及び⫋ᴗ並びにᑐ౯の支ᡶを㞟めた期間を「備考」欄に記載す

ること。
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（９）入金にࡘいては、その入ඛ、当該入ඛࡈとの金額及び入年月日を記載するものとし、  

入ඛを「摘要」欄に「甲銀行（乙支店）」というように記載すること。

（10）当該ᨻᅋయのᮏ㒊ཪは支㒊ࡽ౪ࡉれた金にಀる収入にࡘいては、そのᮏ㒊ཪは支

  㒊の名称並びに当該金の金額及び౪を受ࡅた年月日を記載するものとし、そのᮏ㒊ཪは

支㒊の名称を「摘要」欄に「甲ඪ乙支㒊」というように記載し、そのᮏ㒊ཪは支㒊のたる事

ົ所の所在地及び代⾲者のẶ名を「備考」に「東京都千代田区○○町１丁目１番１号（甲㔝ኴ

㑻）」というように記載すること。

（11）そのの収入にࡘいては、そのᇶᅉとࡗ࡞た事ᐇ並びにその金額及び年月日を記載するもの

  とし、その収入のᇶᅉとࡗ࡞た事ᐇを「摘要」欄に「甲銀行㡸金Ꮚ」、「乙Ⓨ行മๆㆡΏ┈」、

「金銭信託（信託会♫）運用┈」というように記載すること。

（1�）収入簿は、毎年１２月３１日（解散等の場合には、その日）現在で締め切り、会計責任者に

おいて署名押印すること。

（1�）上記に掲げる事項以外の事項で会計責任者において必要と認めるものは、適宜、記載するこ

  とができるものであること。

２ 支ฟ簿

（１）支ฟ簿には、このᵝᘧにᐃめる区ศにしたがい、すての支ฟ（当該ᨻᅋయのためにその

代⾲者ཪは会計責任者とពᛮを㏻ࡌてࡉれた支ฟをྵࡴ。）を記載すること。

。いこと࡞࠼お、適宜、ศしてసᡂし、ཪは、⿵ຓ簿、日計⾲の類を用してもᕪし支࡞   

（２）支ฟとは、金銭、≀ရ、ື⏘そのの㈈⏘上の┈の౪ཪはで、ἲ➨㸶᮲の３ྛ号

に掲げる᪉ἲによる運用のためにする金銭及び᭷౯ドๆの౪ཪは以外のものをいう。

  、た金額を記載するものとしࡗ✚ては、これを౯にぢࡗお、金銭以外の㈈⏘上の┈にあ࡞   

その᰿ᣐを「備考」欄に記載すること。

（３）すての支ฟは、⤒ᖖ⤒㈝及びᨻάື㈝にศ類し、ࡽࡉに⤒ᖖ⤒㈝にあࡗては、ே௳㈝、

ග⇕Ỉ㈝、備ရ࣭ᾘ⪖ရ㈝及び事ົ所㈝にศ類し、ᨻάື㈝にあࡗては、⤌⧊άື㈝、㑅ᣲ

㛵ಀ㈝、ᶵ㛵⣬ㄅのⓎ行そのの事ᴗ㈝、ㄪᰝ◊✲㈝、ᐤ㝃࣭金及びそのの⤒㈝にศ類

して記載すること。

（㸲）すての支ฟは、支ฟを受ࡅた者のẶ名（ᅋయにあࡗては、その名称）を「支ฟを受ࡅた者

のẶ名」欄に「甲㔝ኴ㑻」（ᅋయにあࡗては、「乙〇ᮏᰴᘧ会♫（支店）」）（当該ᨻᅋయの

ᮏ㒊ཪは支㒊にᑐして金を౪した場合には、「  甲ඪ乙支㒊」）というように記載し、

支ฟを受ࡅた者のఫ所（ᅋయにあࡗては、そのたる事ົ所の所在地）を「備考」欄に「東京

都千代田区○○町１丁目１番１号」というように記載すること。

（㸳）⤒ᖖ⤒㈝にಀる支ฟは、ḟのศ類ᇶ‽により、当該項目ࡈとに、支ฟを受ࡅた者のẶ名及び

ఫ所（ᅋయにあࡗては、その名称及びたる事ົ所の所在地）並びにその支ฟの目ⓗ、金額及

び年月日を記載すること。

   ே௳㈝    ᨻᅋయの⫋ဨ（ᶵ㛵⣬ㄅのⓎ行そのの事ᴗにᚑ事する者を㝖ࡃ。）に           

支ᡶࢃれる⤥ᩱ、ሗ㓘、ᢇ㣴ᡭ当࣭㏻ᡭ当࣭ఫᒃᡭ当そののㅖᡭ当の

類及びᗣಖ㝤ᩱ࣭ປാಖ㝤ᩱそののྛ種ಖ㝤ᩱの類をいう。

   ග⇕Ỉ㈝   㟁Ẽ、ࢫ࢞、Ỉ㐨の用ᩱ及びこれࡽの計ჾ用ᩱ等をいう。
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࢘   備ရ࣭    ᮘ、᳔Ꮚ、ࣟッ࣮࢝、」ᶵ、⮬ື㌴（事ົ所用に㝈る。）等の備ရの類

ᾘ⪖ရ㈝   及び事ົ用用⣬、ᑒ⟄、㖄➹、ࢡࣥ、事ົ᭹、᪂⪺、㞧ㄅ、ࣥࣜࢯ࢞等

のᾘ⪖ရの類の㉎入㈝をいう。

࢚   事ົ所㈝   事ົ所のᩱᦆᩱ（地代、ᐙ㈤）、බ⛒බㄢ、ⅆ⅏ಖ㝤ᩱ等のྛ種ಖ㝤ᩱ、

           㟁ヰ用ᩱ、切ᡭ㉎入㈝、ಟ⧋ᩱそのこれࡽに類する⤒㈝で事ົ所の⥔

           ᣢに㏻ᖖ必要とࡉれるものをいう。

（㸴）ᨻάື㈝にಀる支ฟは、ḟのศ類ᇶ‽により、当該項目ࡈとに、支ฟを受ࡅた者のẶ名及

びఫ所（ᅋయにあࡗては、その名称及びたる事ົ所の所在地）並びにその支ฟの目ⓗ、金額

及び年月日を記載すること。

 ⤌⧊άື㈝  当該ᨻᅋయの⤌⧊άືに要する⤒㈝（㑅ᣲに㛵するものを㝖ࡃ。）で、           

ࡤ࠼、会㈝、行事㈝、⤌⧊ᑐ⟇㈝、΅外㈝、㝿㈝の類をいう。

   㑅ᣲ㛵ಀ㈝  㑅ᣲに㛵して支ฟࡉれる⤒㈝で、ࡤ࠼、බ認᥎⸀ᩱ、㝕୰ぢ⯙その㑅

           ᣲに㛵して行ࢃれるᨻάືに要する⤒㈝の類をいう。

࢘   ᶵ㛵⣬ㄅのⓎ行そのの事ᴗ㈝

   �㺏� ᶵ㛵⣬ㄅの ᶵ㛵⣬ㄅのⓎ行にᚑ事する者に支ᡶࢃれる⤥、ᮦᩱ㈝、印ๅ㈝、Ⲵ㐀Ⓨ

Ⓨ行事ᴗ㈝ ㏦㈝、ཎ✏ᩱそのᶵ㛵⣬ㄅのⓎ行に要する⤒㈝をいう。

   �㺐� ᐉఏ事ᴗ㈝ ᶵ㛵⣬ㄅのⓎ行以外のᨻ⟇のᬑ及ᐉఏに要する⤒㈝（㑅ᣲに㛵するものを           

㝖ࡃ。）で、ࡤ࠼、㐟ㄝ㈝、᪂⪺࣭ࣛࣞࢸ࣭࢜ࢪビのᗈ࿌ᩱ、࣭࣮ࢱࢫ࣏

ビ࣭ࣛࣞࣇࣥࣃッࢺのసᡂ㈝、ᐉఏ用⮬ື㌴の㉎入࣭⥔ᣢ㈝の類をいう。

   �㺑� ᨻ㈨金  ᨻ㈨金࣮ࢸ࣮ࣃの㛤ദに要する⤒㈝で、ࡤ࠼、会場上㈝、記ᛕရ

࣮ࢸ࣮ࣃ 代、ㅮ₇ㅖ⤒㈝の類をいう。

    㛤ദ事ᴗ㈝

   �㺒� そのの  上記の�㺏�、�㺐�及び�㺑�以外のㅖ事ᴗに要する⤒㈝をいう。

     事ᴗ㈝

࢚   ㄪᰝ◊✲㈝  ᨻάືのために行うㄪᰝ◊✲に要する⤒㈝で、ࡤ࠼、◊ಟ会㈝、㈨ᩱ

㈝、᭩⡠㉎入㈝、⩻ヂ代の類をいう。

࢜   ᐤ㝃࣭金 ᨻάືに㛵するᐤ㝃、㈶ຓ金、当該ᨻᅋయのᮏ㒊ཪは支㒊にᑐして౪

した金、㈇ᢸ金の類をいう。

࢝   そのの⤒㈝ その上記以外のᨻάືに要する⤒㈝をいう。

（㸵）支ฟ簿は、毎年１２月３１日（解散等の場合には、その日）現在で締め切り、会計責任者に

おいて署名押印すること。

（㸶）上記に掲げる事項以外の事項で会計責任者において必要と認めるものは、適宜、記載するこ

  とができるものであること。

３ 運用簿

（１）運用簿には、このᵝᘧにᐃめる区ศにしたがい、ἲ➨㸶᮲の３ྛ号に掲げる᪉ἲによる運用

に㛵する事項を記載すること。

。いこと࡞࠼お、適宜、ศしてసᡂし、ཪは、⿵ຓ簿、日計⾲の類を用してもᕪし支࡞   

（２）運用とは、金銭等をἲ➨㸶᮲の３ྛ号に掲げる᪉ἲによりの㈈⏘のᙧែにኚ࠼ることをい

う。
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（３）㡸入れ等にಀる事項とは、㡸金（ᬑ㏻㡸金及び当ᗙ㡸金を㝖ࡃ。以ୗྠࡌ。）ཪは㈓金（ᬑ

㏻㈓金を㝖ࡃ。以ୗྠࡌ。）の銀行そのの金⼥ᶵ㛵の㡸入れにಀる事項、ᅜമドๆ等（ᅜ

മドๆ、地᪉മドๆ、ᨻᗓಖドമๆ（そのඖᮏのൾ㑏及びᜥの支ᡶにࡘいてᨻᗓがಖドする

മๆをいう。）ཪは銀行、㎰ᯘ୰ኸ金ᗜ、ၟᕤ⤌合୰ኸ金ᗜⱝしࡃはᅜを地区とする信用金

ᗜ㐃合会のⓎ行するമๆをいう。以ୗྠࡌ。）のྲྀᚓにಀる事項及び金⼥ᶵ㛵の信託ᴗົのව

Ⴀ等に㛵するἲᚊ➨１᮲➨１項の認ྍを受ࡅた金⼥ᶵ㛵の金銭信託（ඖᮏ⿵てࢇのዎ⣙のあ

るものに㝈る。以ୗྠࡌ。）にಀる事項をいう。

（㸲）ᡶᡠし等にಀる事項とは、㡸ࡅ入れた㡸金ཪは㈓金のᡶᡠしにಀる事項、ྲྀᚓしたᅜമドๆ

  等のㆡΏཪはൾ㑏にಀる事項及び信託した金銭信託の信託終了にಀる事項をいう。

（㸳）収入金額とは、ᡶᡠし等にಀる金銭等の金額ࡽ㡸入れ等にಀる金銭等の金額をᕪしᘬいた  

金額をいう。

（㸴）㡸金ཪは㈓金にࡘいては、これを㡸ࡅ入れたときは当該㡸金ཪは㈓金の種類、㡸ࡅ入れた金

⼥ᶵ㛵の名称及び所在地並びに㡸入れの金額及び年月日を記載するものとし、記載の要領は、

当該㡸金ཪは㈓金の種類を「摘要」欄に「ᐃ期㡸金（１年）」というように記載し、金⼥ᶵ㛵

の名称及び所在地を「備考」欄に「甲銀行（乙支店）、東京都千代田区○○町１丁目１番１号」

というように記載すること。

   また、これのᡶᡠしを受ࡅたときは当該㡸金ཪは㈓金の種類、ᡶᡠしを受ࡅた金⼥ᶵ㛵の名

称及び所在地並びにᡶᡠしの金額、㡸入れの金額、収入金額及び年月日を記載するものとし、

記載の要領は、当該㡸金ཪは㈓金の種類を「摘要」欄に「ᐃ期㡸金（１年）」というように記

載し、金⼥ᶵ㛵の名称及び所在地を「備考」欄に「甲銀行（乙支店）、東京都千代田区○○町

１丁目１番１号」というように記載すること。

（㸵）ᅜമドๆ等にࡘいては、これをྲྀᚓしたときは当該ᅜമドๆ等の種類及び㖭、ྲྀᚓඛのẶ

名ཪは名称及びఫ所ཪは所在地並びにྲྀᚓの౯額及び年月日を記載するものとし、記載の要領

は、当該ᅜമドๆ等の種類及び㖭を「摘要」欄に「㛗期ᅜമ（１㸮年）」というように記載

し、ྲྀᚓඛのẶ名ཪは名称及びఫ所ཪは所在地を「備考」欄に「甲㔝ኴ㑻、東京都千代田区○

○町１丁目１番１号」、「甲銀行（乙支店）、東京都千代田区○○町１丁目１番１号」というよ

うに記載するこ

と。

   また、これをㆡΏし、ཪはൾ㑏を受ࡅたときは当該ᅜമドๆ等の種類及び㖭、ㆡΏඛのẶ

名ཪは名称及びఫ所ཪは所在地並びにㆡΏの౯額、ྲྀᚓの౯額、収入金額及び年月日ཪはൾ㑏

を受ࡅた౯額、ྲྀᚓの౯額、収入金額及び年月日を記載するものとし、記載の要領は、当該ᅜ

മドๆ等の種類及び㖭を「摘要」欄に「㛗期ᅜമ（１㸮年）」というように記載し、ㆡΏඛ

のẶ名ཪは名称及びఫ所ཪは所在地を「備考」欄に「甲㔝ኴ㑻、東京都千代田区○○町１丁目

１番１号」、「甲銀行（乙支店）、東京都千代田区○○町１丁目１番１号」というように記載す

ること。

（㸶）金銭信託にࡘいては、これを信託したときは当該金銭信託の受託者の名称及び所在地、信託

  した金銭の額並びに信託のタᐃ年月日、期間及び種類を記載するものとし、記載の要領は、当

該金銭信託の種類及び期間を「摘要」欄に「ビッグ（２年）」というように記載し、受託者の

名称及び所在地を「備考」欄に「甲信託銀行（乙支店）、東京都千代田区○○町１丁目１番１

号」というように記載すること。
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また、これが終了したときは当該金銭信託の受託者の名称及び所在地、委託者に帰属した金

銭の額、信託した金銭の額及び収入金額並びに信託の終了年月日、期間及び種類を記載するも

のとし、記載の要領は、当該金銭信託の種類及び期間を「摘要」欄に「ビッグ（２年）」とい

うように記載し、受託者の名称及び所在地を「備考」欄に「甲信託銀行（乙支店）、東京都千

代田区○○町１丁目１番１号」というように記載すること。

（９）運用簿は、毎年１２月３１日（解散等の場合には、その日）現在で締め切り、会計責任者に

おいて署名押印すること。

（10）上記に掲げる事項以外の事項で会計責任者において必要と認めるものは、適宜、記載するこ

  とができるものであること。
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※　この表は必ず提出してください。

1

2

3

4

᭷

　　　　野　୕郎   ↓

　　（０㸷㸳）㸶２４㸫１１１１　 

甲ᕝ　୍郎

にࡘいて

に䛴いて

�） 令和４年４月㸳日に資金⟶⌮団体のᣦᐃを⾜っࡓ（タ❧ྠの場合もྠᵝ）。

「令和４年４月㸳日から令和４年１２月３１日まで」

�） 令和４年４月㸳日に資金⟶⌮団体のᣦᐃをྲྀりᾘしࡓ�解散ྠの場合もྠᵝ）。

「令和４年１月１日から令和４年４月㸳日まで」

に䛴いて

�） 令和４年４月㸳日に国会議員関係政治団体に࡞っ１ྕ）。ࡓ団体、１ྕ団体か２ྕࡘ団体にヱᙜする政治団体は

国会議員関係政治団体にヱᙜするこに࡞っࡓ日、２ྕ団体はᒆ出をしࡓ日が㐺⏝㛤ጞ日࡞る。）

「令和４年４月㸳日から令和４年１２月３１日まで」

�） 令和４年４月㸳日に国会議員関係政治団体で࡞く࡞っࡓ。

「令和４年１月１日から令和４年４月㸳日まで」

国会議員関係政治団体に関ࡍる≉の㐺⏝ᮇ㛫

令 和 年 月 日  ࡽ

国会議員関係政治団体であったᮇ㛫ࡀᙜヱ年の୍㒊ศであるሙྜに国会議員関係政治団体であったᮇ㛫ࢆグ㍕して࠸ࡉࡔࡃ。
年ࢆ㏻して（5������㹼�5���2���）国会議員関係政治団体であったሙྜはグ㍕せでࡍ。
（ḍにᩳ⥺ࡀあるሙྜもグ㍕せ）

令 和 年 月 日 ま で

グ㍕ෆᐜにഛがある場合の౽ᐅをᅗるࡓめ、┤᥋㐃⤡のࡘく
ᢸᙜ⪅Ặྡཬࡧ㟁ヰ␒ྕをグ㍕してください。

「国会議員関係政治団体」のᒆ
出をしている団体のࡳグ㍕して
ください。（ࡑのの政治団体ࡸḍ
にᩳ⥺がある場合は、グ㍕要）

資金⟶⌮団体であっࡓᮇ㛫がᙜヱ年の୍㒊分である場合に資金⟶⌮団体であっࡓᮇ㛫をグ㍕してください。
年を㏻して（5����� 㹼 5�������）資金⟶⌮団体のᣦᐃを⾜っていࡓ場合はグ㍕要です。
（ḍにᩳ⥺がある場合もグ㍕要）

බ⫋のೃ⿵者の氏名

➨㸰ྕに係る国会議員関係政治団体

政治資金規正法➨㸯㸷᮲の㸵➨㸯㡯

බ ⫋ の ✀ 類   ⾗ 議 㝔 議 員

ڧ 㸰௨ୖの㒔㐨ᗓ┴の༊ᇦ等

➨㸯㡯の規ᐃにࡼる政治団体

そ の  の 政 治 団 体 の ᨭ 㒊

➨㸯ྕに係る国会議員関係政治団体

国 会 議 員 関 係 政 治 団 体 の ༊ ศ

政治資金規正法➨㸯㸷᮲の㸵➨㸯㡯

ڧ 政 党 の ᨭ 㒊

ڧ 政 治 資 金 団 体

ྠ ୍ の 㒔 㐨 ᗓ ┴ の ༊ ᇦ ෆ

そ の  の 政 治 団 体

ڧ

ά���ື���༊���ᇦ���の���༊���ศ

政�　治�　団�　体　�の　�༊�　ศ

ڧ

（その�）

ڧ 政治資金規正法➨㸯㸶᮲の㸰

政 治 団 体 の 名 称

（ ࡩ り ࡀ ࡞ ）

たるົᡤのᡤᅾᆅ

政 党

　　甲ᕝ　୍郎

    㛗ᓮᕷᑿୖ⏫３␒１ྕ

会 計 責 任 者 の 氏 名

    甲　　乙　　会

     こࡘ࠾　　࠺　　かい

収　　ᨭ　　報　　告　　書

��令和　㸲　年ศ������

資 金 ⟶ ⌮ 団 体 の ᣦ ᐃ の ᭷ ↓

　　乙野　次郎

代 表 者 の 氏 名

国会議員関係政治団体に関する≉の㐺⏝ᮇ㛫

資 金 ⟶ ⌮ 団 体 の ᣦ ᐃ の ᭷ ↓

資 金 ⟶ ⌮ 団 体 の ᣦ ᐃ の ᮇ 㛫

令 和 年 月 日  ࡽ

令 和 年 月 日 ま で

බ ⫋ の ✀ 類 ⾗議㝔議員

甲ᕝ　୍郎

い団体に࡞は、収ධ࣭支出、資⏘➼が（の２０ࡑ）、（の１㸵ࡑ）、（の２ࡑ）、（の１ࡑ）ᵝᘧ۔
あっても必ず提出してください。

収 支 報 告 書 記 載 例

資金⟶⌮団体してᣦᐃしてい࡞い場合は、　　　↓　だけグ㍕し「බ⫋
の✀㢮」、「資金⟶⌮団体のᒆ出をしࡓ⪅のẶྡ」ཬࡧ「ఫᡤ」はグ㍕し࡞
いでください。（「බ⫋の✀㢮」➼にᩳ⥺がある場合もグ㍕要）

資 金 ⟶ ⌮ 団 体 の ᣦ ᐃ の ᮇ 㛫

ڧ

資金⟶⌮団体のᒆ

ฟࢆした者の氏名

ヱᙜ䛩る
༊ศに
䛂䝺䛃を䛴
けてくださ

䝺

䝺

䝺

䝺

䝺

䝺

ົᢸᙜ者

　氏名

　㟁ヰ

　氏名

　㟁ヰ

ཷ
付
ḍ
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 ※ この表は、必ず提出してください。

（その㸰）

　㸯　収ᨭの⥲ᣓ表


�収　　ධ　　⥲　　㢠

　　�๓�年ࡽ���の�⧞�㉺�㢠� ０

　　�ᮏ　年　の　収　ධ　㢠�

�ᨭ　　ฟ　　⥲　　㢠

�⩣�年��の�⧞�㉺�㢠

　㸰　収ධ㡯┠別金㢠のෆヂ



���金　　　　　　　㢠

���員����������　　ᩘ

の༊ศ�。ࡃ㝖ࢆ�ᐤ㝃　�


の　ᐤ　㝃　ࡽ　　�ಶ　ே�����

��ͤ　ᐃ　ᐤ　㝃　≉　ࡕ　࠺　�　　 ０

のᐤ㝃ࡽ�法ேそのの団体�����

�の�ᐤ�㝃ࡽ���政�治�団�体�࢘����

ᑠ　　計　��㸩��㸩�࢘��　

�ᐤ㝃のࡕ࠺ᐤ㝃のあっせんにࡼるもの� ０

政�党�༏�名�ᐤ�㝃　� ０

ྜ　　計　��　㸩　��　　　　

㸷㸪２００㸪０００

１㸪㸳㸶㸵㸪０００

㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃 １㸶㸪４１㸵㸪㸴４０

１㸪㸶㸷０㸪０００

１０㸳

４㸪３００㸪０００

収　　ᨭ　　の　　≧　　ἣ

㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃

㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃

㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃

㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃

４４㸪２１㸳㸪０００

４４㸪２１㸳㸪０００

２㸳㸪㸵㸷㸵㸪３㸴０

ഛ　　　　　　　⪃

����ಶேの㈇ᢸࡍる党㈝ཪは会㈝

金　　　　　　　㢠

�2��ᐤ　　　　　　　　　　　㝃

１㸪㸳㸶㸵㸪０００

２㸪３㸵０㸪０００

（ᮏ年の収入㢠）は２、の㻔１㻕䡚㻔䠒㻕の合計䛸୍⮴。

支出⥲㢠は、ᵝᘧ（その１䠏）の合計のḍ䛸୍⮴㻚。

ඪ㈝又は会㈝を⣡入したᐇேᩘを記載してください。

ಶேからのᐤ㝃のෆᩘで䛩。

ᐤ㝃合計㢠のෆᩘで䛩。

ἲேそのの団体が㈇ᢸ䛩るඪ㈝又は会㈝は䛂ᐤ㝃䛃のḍに記載してください。

㻌䈜㻌≉ᐃᐤ㝃䠖බ⫋のೃ⿵者が、その者がබ⫋のೃ⿵者で䛒る間に政ඪからཷけた政治άືに㛵䛩るᐤ㝃にಀる㔠㖹➼の
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㒊又は୍㒊に┦ᙜ䛩る㔠㖹➼を⮬らの㈨㔠⟶⌮団体にᑐして䛩るᐤ㝃。
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷な䛚、このᐤ㝃に䛴いては、ᐤ㝃に㛵䛩るಶูไ㝈は㐺⏝されない。

๓年の報告書を☜ㄆの䛖䛘記載してください。
⧞㉺がない場合は、䛂０䛃䛸してୗさい。

。のィをグ㍕してください（࢘）㹼（）
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ᴗの✀㢮ࡈに、࡞るく⣽分してグ㍕してください。

（その㸱）

　��ᴗ��　の　��✀　��類 ഛ　　　　　　　　⪃



甲ᶵ関⣬

乙ᶵ関㞧ㄅ

࣮ࢸ࣮ࣃۑۑ ������ 㛗ᓮᕷڹڹࣝࢸ࣍ۑۑ⏫ۑۑの㛫

をບます会ྩڹڹ ������ 㛗ᓮᕷۑۑ⏫ۑۑ会㤋ڧڧの㛫

書⡠㈍ᴗ

こ���の���㡫���の���ᑠ���計

ྜ������������計

（その㸲）

　　　　　ධ　　　　　ඛ ഛ　　　　　　　　⪃



㹖㖟⾜㸿支ᗑ

㹗㖟⾜㹀支ᗑ

㹘㖟⾜㹁支ᗑ

こ���の���㡫���の���ᑠ���計

ྜ������������計

２０㸪㸶００㸪０００

１㸪０００㸪０００

㸳００㸪０００

２㸪０００㸪０００

㸱㸪５㸮㸮㸪㸮㸮㸮

㸱㸪５㸮㸮㸪㸮㸮㸮

金　　　　　　　㢠

���　ᶵ関⣬ㄅのⓎ⾜そののᴗにࡼる収ධ

���　　　ධ　　金

金　　　　　　　㢠

２㸪３００㸪０００

１㸪㸶００㸪０００

㸳㸪㸳００㸪０００

１０㸪㸵００㸪０００

㸳００㸪０００

２０㸪㸶００㸪０００

䈜ここに記載䛩る収入にᑐᛂ䛩る支出は、㻌㻔その１䠏㻕の
䛂（䠏）ᶵ㛵⣬ㄅのⓎ⾜そののᴗ㈝䛃䛸して、
それ䛮れศ㢮して記載してください。

政治㈨㔠䝟䞊䝔䜱䞊の䛖䛱収入の㔠㢠が
１䠈０００௨ୖで䛒るもの又は
１䠈０００௨ୖになる䛸ぢ㎸まれるものに
䛴いては、（その１０）も記載してください。

⣧┈ではなく、䝟䞊䝔䜱䞊ๆのୖእ⥲収入を記載䛩るこ䛸。
ྠ୍の者からの政治㈨㔠䝟䞊䝔䜱䞊のᑐ౯の支ᡶいで、
合計㢠が２０を㉸䛘るものに䛴いては、（その１１）に記載してください。

入ඛ䛤䛸に支ᗑ名までල体ⓗに記載してください。

入㔠を年ෆに㏉῭した場合にも㢠を計ୖ䛩るこ䛸。
㏉῭㔠は（その１䠏）ཬ䜃（その１䠑）にその⤒㈝
（入㔠㏉῭）䛸して計ୖしてください。
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（その５）

 付 金 ࢆ ౪  し た
ᮏ 㒊 ཪ は ᨭ 㒊 の 名 称

年�月�日 たるົᡤのᡤᅾᆅ ഛ　⪃



4.4.30 ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

4.10.30 ࠌ　　　　

（その㸴）



㸳㸳㸪０００

１㸳㸳㸪０００

１㸪０００㸪０００

１㸪０００㸪０００

２㸪０００㸪０００

２㸪０００㸪０００

㸳０㸪０００

㸳０㸪０００

���　そ　の　　の　収　ධ

　　　　　　　　せ

こ の 㡫 の ᑠ 計 １００㸪０００

㸯௳�0ᮍ‶のもの

ྜ 計

㹒㖟⾜㡸金Ꮚ

ࠌ　　

金　　　　　　　　㢠 ഛ　　　　　　　　　　　⪃

4.9.16

ࠌ　

���　ᮏ㒊ཪはᨭ㒊ࡽ౪ࢀࡉた付金に係る収ධ

こ の 㡫 の ᑠ 計

ྜ������������計

ᮏ㒊ۑۑۑ

ࠌ　　

金　　　　　　　㢠

ྠ୍㖟⾜のྠ୍✀㢮（ᐃᮇ䞉ᬑ㏻➼）の㡸㔠は、
ド書␒ྕが␗な䛳ても１௳䛸して、その合計㢠が
１０௨ୖで䛒れ䜀記載してください。

１௳１０௨ୖのものに䛴いての䜏ෆヂを記載し、
１０ᮍ‶のものに䛴いては、その合計㔠㢠を୍ᣓして
記載してください。

この記載は䛒くまで౽ᐅୖの記載で䛒䜚、ᮏ᮶は、その政治団体の
ᮏ㒊又は支㒊からの付㔠に䛴いて記載してください。
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（その㸵）

ᐤ 㝃 者 の 氏 名
（団体にあっては、その名称）

年�月�日
⫋ᴗ（団体にあって
は、代表者の氏名）

ഛ　⪃



4.1.3 ⾗議㝔議員

4.5.20 ࠌ　　

4.2.15 㸿会♫♫㛗

4.7.15 ࠌ　　

4.7.20 㹀ၟᗑᗑ

4.11.30 ࠌ　　

4.12.10 㹁会♫ᙺ員

4.12.20 㹂ၟᗑᗑ

こ の 㡫 の ᑠ 計

そ の  の ᐤ 㝃

（その㸵）

ᐤ 㝃 者 の 氏 名
（団体にあっては、その名称）

年�月�日
⫋ᴗ（団体にあって
は、代表者の氏名）

ഛ　⪃



4.1.31 㸿野ኴ郎

4.1.31 甲野次郎

4.2.12 㹟野ኴ郎

4.10.1 ࠌ 　

4.10.10 野ኴ郎

4.10.15 㹀野次郎

こ の 㡫 の ᑠ 計

そ の  の ᐤ 㝃

４㸪２㸴０㸪０００

４０㸪０００

４㸪３００㸪０００

㸳００㸪０００

㸴０㸪０００

㸶００㸪０００

㸳００㸪０００

２００㸪０００

４００㸪０００

㸳００㸪０００

２㸪０㸶０㸪０００

２㸷０㸪０００

２㸪３㸵０㸪０００ྜ������������計

ࠌ 　 ࠌ　　　

　ᰴᘧ会♫ ۑۑۑᏐ⏫ڹڹ㒆ۑۑ

㹀　᭷㝈会♫ ⚟ᒸᕷۑۑ༊ۑۑ⏫ۑۑ␒ᆅ

１００㸪０００

㸶０㸪０００

㸳００㸪０００

㸿　ᰴᘧ会♫ ᮾி㒔ۑۑ༊ྕۑ␒ۑۑ⏫ۑۑ

㹀　ᰴᘧ会♫ ྕۑ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

㹟　༠会 ྕۑ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

㸳００㸪０００

４００㸪０００

���　ᐤ　㝃　の　ෆ　ヂ ᐤ�㝃�者�の�༊�ศ ἲ人࣭ࡑのの団体

金　　　　　　　㢠
ఫ ᡤ（団体にあっては、
たるົᡤのᡤᅾᆅ）

ྜ������������計

ఫ ᡤ（団体にあっては、
たるົᡤのᡤᅾᆅ）

金　　　　　　　㢠

㸿野ኴ郎

ᆅ㹂野郎␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

ᮾி㒔ۑۑ༊ྕۑ␒ۑۑ⏫ۑۑ

���　ᐤ　㝃　の　ෆ　ヂ

㛗ᓮᕷྕۑ␒ۑ⏫ۑۑ

ࠌ　　　

ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

ᐤ�㝃�者�の�༊�ศ ಶ人

甲ᕝ୍郎

ࠌ 　

ࠌ 　

㹀野୕郎

ࠌ 　

㹁野ᅄ郎

ࠌ　　　

ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑ㒆ۑۑ

ࠌ　　　

㸶００㸪０００

１㸪０００㸪０００

ྠ୍の者㻔ಶே、ἲே䞉そのの団体、政治団体㻕からのᐤ㝃で年間䠑を㉸䛘るもののෆヂを記載してください。
䠑௨ୗのᐤ㝃に䛴いては、その合計㢠を䛂そののᐤ㝃䛃ḍに記載してください。

年間䠑௨ୗのᐤ㝃に䛴いては᫂⣽を記載䛩る⩏ົは䛒䜚ま䛫䜣が、
ㄢ⛯ୖのඃ㐝ᥐ⨨をཷける場合には記載が必せで䛩。
（政ඪ又はㄢ⛯ୖのඃ㐝ᥐ⨨が䛒るそのの政治団体に㝈る。）

ྠ୍の者は、年間１䠑０までしかᐤ㝃で䛝ま䛫䜣。

ᵝᘧ㻔その２㻕のಶேからのᐤ㝃㢠䛸合⮴しま䛩。

ἲேそのの団体➼は、政ඪ䞉政治㈨㔠団体௨እの者にᑐ䛩る政治άືに㛵䛩るᐤ㝃は
い䛳さい⚗Ṇされていま䛩。
ここに記載しているのは䛒くまで౽ᐅୖの記載で䛒䜚、௨ୗのἲே䞉そのの団体が
㈨㔠⟶⌮団体にᑐしてᐤ㝃がで䛝るこ䛸を♧しているものでは䛒䜚ま䛫䜣。

ᵝᘧ㻔その２㻕のἲேそのの団体からのᐤ㝃㢠䛸合⮴しま䛩。
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（その㸵）

ᐤ�㝃�者�の�༊�ศ

ᐤ 㝃 者 の 氏 名
（団体にあっては、その名称）

年月日 ഛ　⪃



4.1.31

4.1.31

4.2.12

4.10.1

4.10.10

4.10.15

こ の 㡫 の ᑠ 計

そ の  の ᐤ 㝃 ０

ྜ������������計

（その�0）

��0�　ᶵ関⣬ㄅのⓎ⾜そののᴗにࡼる収ධのࡕ࠺≉ᐃ࣮ࢸ࣮ࣃのᑐ౯に係る収ධのෆヂ

≉ᐃ࣮ࢸ࣮ࣃの名称
㛤 ദ
年 月 日



4.10.1

こ の 㡫 の ᑠ 計

０

㸷㸪２００㸪０００

㸷㸪２００㸪０００

１０㸪㸵００㸪０００

１０㸪㸵００㸪０００

１０㸪㸵００㸪０００

２㸪０００㸪０００

２㸪０００㸪０００

１㸪㸳００㸪０００

㸵００㸪０００

１㸪㸳００㸪０００

ഛ　　　⪃

㛗ᓮᕷۑۑ⏫ۑۑ会㤋ۑۑの㛫２㸴㸷

ᑐ�౯�に�係�る�収�ධ�の�金�㢠
ᑐ౯のᨭᡶࢆ
し た 者 の ᩘ

ࠌ 　

ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑ㒆ۑۑ

ࠌ　　　

ྕۑ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

１㸪㸳００㸪０００ࠌ　　　

㛤　　ദ　　ሙ　　ᡤ

㹀政治㐃┕

ࠌ　　

㹀野භ郎

ࠌ 　

㹁野郎

㸿政治ㄪ査会

ࠌ　　

㹁ᚋ会

ࠌ　

ᮾி㒔ۑۑ༊ྕۑ␒ۑۑ⏫ۑۑ

ࠌ　　　

金　　　　　　　㢠

���　ᐤ　㝃　の　ෆ　ヂ

ఫ　ᡤ（団体にあっては、
たるົᡤのᡤᅾᆅ）

政治団体

⫋ᴗ（団体にあって
は、代表者の氏名）

㸿野郎

ࠌ 　

をບます会ྩڹڹ

ྜ������������計

ྜ������������計

政治団体寄附の量的制限（個別制限）

その他政治団体 その他政治団体
年間5,000万円

政党 その他政治団体
制限無し

ᵝᘧ㻔その２㻕の政治団体からのᐤ㝃㢠䛸合⮴しま䛩。

๓年௨๓に収ཷされたものが䛒る場合、
そのෆヂをഛ⪃ḍに記載してください。

（その䠏）୰、収入の㔠㢠が１䠈０００௨ୖの䝟䞊䝔䜱䞊又は１䠈０００௨ୖになるこ䛸が
ぢ㎸まれる䝟䞊䝔䜱䞊に䛴いて記載してください。
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（その��）

ᑐ౯のᨭᡶࢆした者の氏名
（団体にあっては、その名称）

年月日 ഛ⪃



4.6.10

4.5.10

4.7.1

こ の 㡫 の ᑠ 計

（その�2）

ᥦ ౪
年月日

㞟 ࡵ た
ᮇ 㛫

⫋ᴗ（団体にあって
は、代表者の氏名）

ഛ�⪃



4.6.5
4.5.4

㹼�����
会♫♫㛗ۑۑ

4.6.10
4.5.30
㹼�����

会♫ᙺ員ۑۑ

こ の 㡫 の ᑠ 計

２㸪㸴００㸪０００

２㸪㸴００㸪０００

㸶００㸪０００

㸴００㸪０００

１㸪４００㸪０００

１㸪４００㸪０００

࣮ࢸ࣮ࣃۑۑ

ಶ人

ᒣ次郎

政治資金࣮ࢸ࣮ࣃの名称��2�　政治資金࣮ࢸ࣮ࣃのᑐ౯に係る収ධのࡕ࠺ᑐ౯のᨭᡶの

ఫ ᡤ（団体にあっては、
たるົᡤのᡤᅾᆅ）

������あっせんにࡼるもののෆヂ　 ᑐ౯のᨭᡶのあっせん者の༊ศ

ྜ������������計

金　　　　　　　㢠ᑐ౯のᨭᡶのあっせん者の氏名
（ 団 体に あっ ては 、そ の名 称）

ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

乙ᒣኴ郎

金　　　　　　　㢠
ఫ ᡤ（団体にあっては、
 た る  ົ ᡤ の ᡤ ᅾ ᆅ ）

甲ᰴᘧ会♫ 㛗ᓮᕷۑۑ⏫ۑۑ␒ᆅ

����　政治資金࣮ࢸ࣮ࣃのᑐ౯に係る収ධのෆヂ 政治資金࣮ࢸ࣮ࣃの名称

ᑐ౯のᨭᡶࢆした者の༊ศ

１㸪㸳００㸪０００

㸿ᰴᘧ会♫ ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑ㒆ۑۑ

乙᭷㝈会♫ ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

㸳００㸪０００

㸴００㸪０００

ྜ������������計

⫋ ᴗ （ 団 体 に あ って
は 、 代 表 者 の 氏 名）

࣮ࢸ࣮ࣃۑۑ

ἲ人

甲野次郎

㸿野ኴ郎

乙ᕝⰼᏊ

୍の政治㈨㔠䝟䞊䝔䜱䞊のᑐ౯にಀる収入の䛖䛱ྠ୍の者から２０を㉸䛘る収入が䛒るものに䛴いて、
その䝟䞊䝔䜱䞊䛤䛸にෆヂを記載してください。

୍の䝟䞊䝔䜱䞊に䛴䛝ྠ୍の者から
１䠑０を㉸䛘てᑐ౯の支ᡶいを
ཷけてはいけま䛫䜣。

୍の政治㈨㔠䝟䞊䝔䜱䞊のᑐ౯にಀる収入の䛖䛱ྠ୍の者に䜘䛳てᑐ౯の支ᡶいを䛒䛳䛫䜣されたもので、
その㔠㢠の合計㢠が２０を㉸䛘るものに䛴いて、䛒䛳䛫䜣をした者䛤䛸にそのෆヂを記載してください。
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（その��）

㸱　ᨭฟ㡯┠別金㢠のෆヂ

1 

(1)

(2)

(3)

(4)

2

(1)

(2)

(3)

ᶵ 関 ⣬ ㄅ の Ⓨ ⾜  ᴗ ㈝

宣 ఏ  ᴗ ㈝

政治資金࣮ࢸ࣮ࣃ㛤ദᴗ㈝

そ の  の  ᴗ ㈝

(4)

(5)

(6)

２㸳㸪㸵㸷㸵㸪３㸴０

１㸪㸶㸵㸴㸪３㸳０

１１㸪㸴４㸶㸪０００

４００㸪０００

１２㸳㸪㸳００

４００㸪０００

１㸪０００㸪㸳１０

３㸪１３㸵㸪０００

２㸪０００㸪０００

３㸪０㸳０㸪０００

１㸴㸪０㸶４㸪３㸳０

２㸪１㸴０㸪０００

２２㸪㸴㸴０㸪３㸴０

ഛ　　　　　　　⪃金　　　　　　　㢠

���　ᨭ　ฟ　の　⥲　ᣓ　表

１㸪㸷㸳㸳㸪０００

１２０㸪０００

２㸴㸴㸪０００

㸵㸷㸴㸪０００

⤌ ⧊ ά ື ㈝ 50,000

ഛ ရ ࣭ ᾘ ⪖ ရ ㈝

 ົ ᡤ ㈝

㡯　　　　　　　　┠

ே ௳ ㈝

ㄪ 査 ◊ ✲ ㈝

ᐤ 㝃 ࣭  付 金

ྜ���������������������計

200,000

そ の  の ⤒ ㈝

250,000ᑠ���������������������計





࢘

࢚

㑅 ᣲ 関 係 ㈝

ᶵ関⣬ㄅのⓎ⾜そののᴗ㈝

ᑠ���������������������計

⤒ ᖖ ⤒ ㈝

政 治 ά ື ㈝

ග ⇕ Ỉ ㈝

の計࢚㹼�

⤒ᖖ⤒㈝㻔㻝㻕䡚㻔㻠㻕の計を
記載してください。

政治άື㈝㻔㻝㻕䡚㻔㻢㻕の計を
記入してください。

このḍには䜰䡚䜶の計を
記載してください。

ᙜヱ政治団体のᮏ㒊又は支㒊にᑐしてなされた支出の䛖䛱、
ᙜヱ政治団体からそのᮏ㒊又は支㒊への䛂付㔠䛃䛸して
支出されたものに䛴いては、㡯┠（⤌⧊άື㈝、㑅ᣲ㛵ಀ㈝、
䈈䈈そのの⤒㈝）䛤䛸にഛ⪃ḍにෆ書䛝䛩る䛸䛸もに、
（その㻝㻢）にෆヂを記載してください。
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（その��） ※ 国会議員関係政治団体ཪは資金⟶⌮団体のࡳグ㍕ 　　　　Ўいずࢀか１ࡘの㡯┠に「ࣞ」をࡘけてください。

�2�　⤒ᖖ⤒㈝（人௳㈝を㝖く。）のෆヂ 　㡯┠別༊ศ　　ڧග⇕Ỉ㈝　　ڧഛရ࣭ᾘ⪖ရ㈝　　ڧົᡤ㈝

年月日
ᨭฟࡅཷࢆた者の氏名
（団体にあっては、その名
称 ）

ᨭ ฟ ࢆ ཷ ࡅ た 者 の ఫ ᡤ
(団体にあっては、たるົᡤのᡤᅾ
ᆅ )

ഛ　⪃



4.7.15 ♫㟁ຊᰴᘧ会ۑۑ ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

4.8.15 ࠌ　　 ࠌ　　　　

この㡫のᑠ計

そののᨭฟ

（その��） ※ 国会議員関係政治団体ཪは資金⟶⌮団体のࡳグ㍕ 　　　　Ўいずࢀか１ࡘの㡯┠に「ࣞ」をࡘけてください。

�2�　⤒ᖖ⤒㈝（人௳㈝を㝖く。）のෆヂ 　㡯┠別༊ศ　　ڧග⇕Ỉ㈝　　ڧഛရ࣭ᾘ⪖ရ㈝　　ڧົᡤ㈝

年月日
ᨭฟࡅཷࢆた者の氏名
（団体にあっては、その名
称 ）

ᨭ ฟ ࢆ ཷ ࡅ た 者 の ఫ ᡤ
(団体にあっては、たるົᡤのᡤᅾ
ᆅ )

ഛ　⪃



4.2.1 ♫ᰴᘧ会ۑۑ ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

4.3.2 ♫᭷㝈会ۑۑ ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

この㡫のᑠ計

そののᨭฟ

㸳２㸪㸳００

１１㸳㸪㸳００

１㸳０㸪㸳００

２㸴㸴㸪０００

１１㸪１㸳０

２１㸪３㸳０

３２㸪㸳００

㸶㸵㸪㸳００

１２０㸪０００

㸴３㸪０００

月分㟁Ẽ⏝ᩱۑ

ᨭ�ฟ�の�┠�ⓗ

ᨭ�ฟ�の�┠�ⓗ 金　　　　　　　㢠

ົᡤᮘ㉎ධ

金　　　　　　　㢠

月分㟁Ẽ⏝ᩱۑ

ྜ������計

ົ⏝⏝⣬㉎ධ

（ὀ㸯）　国会議員関係政治団体ཪは資金⟶⌮団体のࡳグ㍕し、
　　　　国会議員関係政治団体は１௳１円㉸の支出、資金⟶⌮
　　　　団体は１௳㸳円௨ୖの支出にࡘいてグ㍕するこ。
（ὀ㸰）　ࠕそののᨭฟࠖとྜࠕ計ࠖのḍは、ྑୖの㡯┠別
　　　　༊ศの㡯┠ࡈとに、᭱ᚋの㡫にグ㍕ࡍること。ྜ������計

ࣞ

ࣞ

１௳ᙜた䜚䠑ᮍ‶（ᅜ会㆟ဨ㛵ಀ政治団体に䛒䛳ては１௨ୗ）の支出は記載せで䛩。
ୗẁの䛂そのの支出䛃に合計㢠をま䛸䜑て記載してください。

１௳䠑௨ୖ（ᅜ会㆟ဨ㛵ಀ政治団体は１㉸）の
支出の合計㢠（ෆヂはୖ記）

１௳䠑ᮍ‶（ᅜ会㆟ဨ㛵ಀ政治団体は１௨ୗ）の
支出の合計㢠

（その１䠐）⤒ᖖ⤒㈝（ே௳㈝を㝖く）のෆヂ
䚷䞉この表は㈨㔠⟶⌮団体䛸ᅜ会㆟ဨ㛵ಀ政治団体の䜏がᑐ㇟で䛒䜚、それ௨እの政治団体は記載せで䛩。
䚷䞉㈨㔠⟶⌮団体のᣦᐃ又はᅜ会㆟ဨ㛵ಀ政治団体の≉つᐃの㐺⏝をཷけているᮇ間がᙜヱ年の୍㒊ศで䛒る場合は、そのᣦᐃ又は㐺⏝を
䚷䚷ཷけていたᮇ間に⾜䛳た支出に䛴いて記載してください。
䚷䞉ே௳㈝を㝖く１௳䠑௨ୖ（ᅜ会㆟ဨ㛵ಀ政治団体に䛒䛳ては１を㉸䛘る㢠）の⤒ᖖ⤒㈝の支出に䛴いてෆヂを記載し、㡿収書の
䚷䚷しをู䛸してῧ付してください。
䚷䞉１௳䠑ᮍ‶（ᅜ会㆟ဨ㛵ಀ政治団体に䛒䛳ては１௨ୗ）の支出は、その合計㢠を䛂そのの支出䛃ḍに記載してください。
䚷䞉㡿収書➼のしのᙧᘧに䛴いては、必ず」ᙧᘧ（䝁䝢䞊）䛸してください。

（その１䠏）のே௳㈝を㝖く⤒ᖖ⤒㈝の㡯┠ูに
それ䛮れูⴥ䛸してください。
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（その��） ※ 国会議員関係政治団体ཪは資金⟶⌮団体のࡳグ㍕ 　　　　Ўいずࢀか１ࡘの㡯┠に「ࣞ」をࡘけてください。

�2�　⤒ᖖ⤒㈝（人௳㈝を㝖く。）のෆヂ 　㡯┠別༊ศ　　ڧග⇕Ỉ㈝　　ڧഛရ࣭ᾘ⪖ရ㈝　　ڧົᡤ㈝

年月日
ᨭฟࡅཷࢆた者の氏名
（団体にあっては、その名
称 ）

ᨭ ฟ ࢆ ཷ ࡅ た 者 の ఫ ᡤ
(団体にあっては、たるົᡤのᡤᅾ
ᆅ )

ഛ　⪃



4.2.1 㛗ᓮ୍郎 ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

4.4.2 ♫ಖ㝤ᰴᘧ会ۑۑ ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

4.5.8 ♫ᘓタ᭷㝈会ۑۑ ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

（その��）

���　政 治 ά ື ㈝�の�ෆ�ヂ 　㡯┠別༊ศ　　⤌⧊άື㈝　　　　　　（　　⤌⧊ᑐ⟇㈝　　　）

年月日
ᨭฟࡅཷࢆた者の氏名
（団体にあっては、その名
称 ）

ᨭ ฟ ࢆ ཷ ࡅ た 者 の ఫ ᡤ
(団体にあっては、たるົᡤのᡤᅾ
ᆅ )

ഛ　⪃



4.2.1 ♫༳ๅᰴᘧ会ۑۑ ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

4.6.21 ᰴᘧ会♫ۑۑ▼Ἔ ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

4.7.21 ࠌ　　　 ࠌ　　　

4.8.21 ࠌ　　　 ࠌ　　　

4.9.21 ࠌ　　　 ࠌ　　　

３３㸳㸪０００

１㸪０００㸪０００

㸳２㸳㸪０００

㸳㸶㸪㸵㸴０

２３㸪㸷４０

４㸴㸪㸵００

１０㸪㸴００

㸴㸴㸳㸪０００

㸳２㸳㸪０００

１０㸳㸪０００

㸴０㸪０００

㸴㸷０㸪０００

１０㸴㸪０００

㸵㸷㸴㸪０００

（ὀ㸯）　国会議員関係政治団体ཪは資金⟶⌮団体のࡳグ㍕し、
　　　　国会議員関係政治団体は１௳１円㉸の支出、資金⟶⌮
　　　　団体は１௳㸳円௨ୖの支出にࡘいてグ㍕するこ。
（ὀ㸰）　ࠕそののᨭฟࠖとྜࠕ計ࠖのḍは、ྑୖの㡯┠別
　　　　༊ศの㡯┠ࡈとに、᭱ᚋの㡫にグ㍕ࡍること。ྜ������計

この㡫のᑠ計

そののᨭฟ

月分㺔㺼㺝㺶㺻௦ۑ

ᨭ�ฟ�の�┠�ⓗ 金　　　　　　　㢠

ົᡤ㈤ᩱ

ⅆ⅏ಖ㝤ᩱ

ົᡤಟ⧋௦

ྜ������計

この㡫のᑠ計

そののᨭฟ

金　　　　　　　㢠ᨭ�ฟ�の�┠�ⓗ

ࠌ　月分ۑ

ࠌ　月分ۑ

ࠌ　月分ۑ

㺨㺽㺻㺪㺸㺍㺢༳ๅ௦

ࣞ

（その１䠑）政治άື㈝のෆヂ
䞉１௳䠑௨ୖ（ᅜ会㆟ဨ㛵ಀ政治団体に䛒䛳ては１㉸）の支出に䛴いてෆヂを記載し、㡿収書のしをู䛸してῧ付してください。
䚷䞉１௳䠑ᮍ‶（ᅜ会㆟ဨ㛵ಀ政治団体に䛒䛳ては１௨ୗ）の支出は、その合計㢠を䛂そのの支出䛃ḍに記載してください。
䚷䞉㡿収書➼のしのᙧᘧに䛴いては、必ず」ᙧᘧ（䝁䝢䞊）䛸してください。

　　　）

（その１䠏）の政治άື㈝を㡯┠ูにศ㢮し、
᭦にそれを⤌⧊ᑐ⟇㈝䞉会㈝な䛹、㐺ᐅᑠศ㢮
して、それ䛮れูⴥ䛸してください。

１௳ᙜた䜚䠑ᮍ‶（ᅜ会㆟ဨ㛵ಀ政治団体に䛒䛳ては１௨ୗ）の支出は、記載せ。
ୗẁの䛂そのの支出䛃に合計㢠をま䛸䜑て記載してください。

１௳䠑௨ୖ（ᅜ会㆟ဨ㛵ಀ政治団体は１㉸）の
支出の合計㢠（ෆヂはୖ記）

１௳䠑ᮍ‶（ᅜ会㆟ဨ㛵ಀ政治団体は１௨ୗ）の
支出の合計㢠
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（その��）

���　政 治 ά ື ㈝�の�ෆ�ヂ 　㡯┠別༊ศ　　⤌⧊άື㈝　　　　　　（　　会㈝　　　　　）

年月日
ᨭฟࡅཷࢆた者の氏名
（団体にあっては、その名
称 ）

ᨭ ฟ ࢆ ཷ ࡅ た 者 の ఫ ᡤ
(団体にあっては、たるົᡤのᡤᅾ
ᆅ )

ഛ　⪃



4.10.1 ♫༳ๅᰴᘧ会ۑۑ ྕۑ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

ࠌ ࠌ　　 ࠌ　　　

4.11.8 会㤋ۑۑ ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

4.11.10 甲乙会㸿支㒊 ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

（その��）

���　政 治 ά ື ㈝�の�ෆ�ヂ 　㡯┠別༊ศ　　㑅ᣲ関係㈝　　　　　　（　　᥎⸀ᩱ　　　　　）

年月日
ᨭฟࡅཷࢆた者の氏名
（団体にあっては、その名
称 ）

ᨭ ฟ ࢆ ཷ ࡅ た 者 の ఫ ᡤ
(団体にあっては、たるົᡤのᡤᅾ
ᆅ )

ഛ　⪃



4.10.1 㸿ᒣ୍郎 ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑ㒆ۑۑ

ࠌ 㹀ᒣ郎 ྕۑ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

ࠌ 㹁ᒣ୕郎 ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

ࠌ 㹂ᒣᅄ郎 ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

ࠌ 㹃ᒣ郎 ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

㸳０㸪０００

３㸪０００㸪０００

３㸪０㸳０㸪０００

１㸪０００㸪０００

㸴００㸪０００

㸴００㸪０００

㸴００㸪０００

㸴００㸪０００

㸴００㸪０００

２００㸪０００

㸳㸴０㸪０００

１００㸪０００

㸳０㸪０００

㸷１０㸪０００

㸷０㸪０００

ࠌ　

この㡫のᑠ計

そののᨭฟ

この㡫のᑠ計

そののᨭฟ

᥎⸀ᩱ

（ὀ㸯）　国会議員関係政治団体は１௳１円㉸の支出、ࢀࡑ௨እの
　　　　政治団体は１௳㸳円௨ୖの支出にࡘいてグ㍕するこ。

（ὀ㸰）　ࠕそののᨭฟࠖとྜࠕ計ࠖのḍは、ྑୖの㡯┠別༊ศの
　　　（　）の୰の㡯┠ࡈとに、᭱ᚋの㡫にグ㍕ࡍること。ྜ������計

ྜ������計

ᨭ�ฟ�の�┠�ⓗ 金　　　　　　　㢠

ෆ≧༳ๅ௦

資ᩱ༳ๅ௦

会場ୖ㈝

出ᙇ᪑㈝

（ὀ㸯）　国会議員関係政治団体は１௳１円㉸の支出、ࢀࡑ௨እの
　　　　政治団体は１௳㸳円௨ୖの支出にࡘいてグ㍕するこ。

（ὀ㸰）　ࠕそののᨭฟࠖとྜࠕ計ࠖのḍは、ྑୖの㡯┠別༊ศの
　　　（　）の୰の㡯┠ࡈとに、᭱ᚋの㡫にグ㍕ࡍること。

ᨭ�ฟ�の�┠�ⓗ

ࠌ　

ࠌ　

ࠌ　

金　　　　　　　㢠
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（その��）

���　政 治 ά ື ㈝�の�ෆ�ヂ 　㡯┠別༊ศ　　ᶵ関⣬ㄅのⓎ⾜ᴗ㈝　（　甲ᶵ関⣬ཎ✏ᩱ　　）

年月日
ᨭฟࡅཷࢆた者の氏名
（団体にあっては、その名
称 ）

ᨭ ฟ ࢆ ཷ ࡅ た 者 の ఫ ᡤ
(団体にあっては、たるົᡤのᡤᅾ
ᆅ )

ഛ　⪃



4.1.25 㹆野次郎 ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

4.4.10 㹇野୕郎 ྎᕷۑۑ༊ۑۑ⏫ۑۑ␒ᆅ

4.7.10 㹈野ᅄ郎 ᮐᖠᕷۑۑ༊ۑۑ⏫ۑۑ␒ᆅ

4.10.10 㹉野郎 㜰ᕷۑۑ༊ۑۑ⏫ۑۑ␒ᆅ

０

（その��）

���　政 治 ά ື ㈝�の�ෆ�ヂ 　㡯┠別༊ศ　　ᶵ関⣬ㄅのⓎ⾜ᴗ㈝　（　甲ᶵ関⣬༳ๅ㈝　　）

年月日
ᨭฟࡅཷࢆた者の氏名
（団体にあっては、その名
称 ）

ᨭ ฟ ࢆ ཷ ࡅ た 者 の ఫ ᡤ
(団体にあっては、たるົᡤのᡤᅾ
ᆅ )

ഛ　⪃



4.2.5 ♫༳ๅᰴᘧ会ۑۑ ྕۑ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

4.5.1 ࠌ　　 ࠌ　　

4.8.1 ࠌ　　 ࠌ　　

4.11.1 ࠌ　　 ࠌ　　

０

２００㸪０００

㸶００㸪０００

㸶００㸪０００

㸳０㸪０００

２００㸪０００

２００㸪０００

２００㸪０００

２００㸪０００

２００㸪０００

㸳０㸪０００

㸳０㸪０００

㸳０㸪０００

（ὀ㸯）　国会議員関係政治団体は１௳１円㉸の支出、ࢀࡑ௨እの
　　　　政治団体は１௳㸳円௨ୖの支出にࡘいてグ㍕するこ。

（ὀ㸰）　ࠕそののᨭฟࠖとྜࠕ計ࠖのḍは、ྑୖの㡯┠別༊ศの
　　　（　）の୰の㡯┠ࡈとに、᭱ᚋの㡫にグ㍕ࡍること。ྜ������計

この㡫のᑠ計

そののᨭฟ

ࠌ　

ࠌ　

ᨭ�ฟ�の�┠�ⓗ 金　　　　　　　㢠

この㡫のᑠ計

そののᨭฟ

༳ๅ㈝

ࠌ　

（ὀ㸯）　国会議員関係政治団体は１௳１円㉸の支出、ࢀࡑ௨እの
　　　　政治団体は１௳㸳円௨ୖの支出にࡘいてグ㍕するこ。

（ὀ㸰）　ࠕそののᨭฟࠖとྜࠕ計ࠖのḍは、ྑୖの㡯┠別༊ศの
　　　（　）の୰の㡯┠ࡈとに、᭱ᚋの㡫にグ㍕ࡍること。ྜ������計

ཎ✏ᩱ

ࠌ　

ࠌ　

ࠌ　

ᨭ�ฟ�の�┠�ⓗ 金　　　　　　　㢠
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（その��）

���　政 治 ά ື ㈝�の�ෆ�ヂ 　㡯┠別༊ศ　　ᶵ関⣬ㄅのⓎ⾜ᴗ㈝　（　　Ⓨ㏦㈝　　　　　）

年月日
ᨭฟࡅཷࢆた者の氏名
（団体にあっては、その名
称 ）

ᨭ ฟ ࢆ ཷ ࡅ た 者 の ఫ ᡤ
(団体にあっては、たるົᡤのᡤᅾ
ᆅ )

ഛ　⪃



4.2.10 㒑౽ᒁۑۑ 㛗ᓮᕷྕۑ␒ۑۑ⏫ۑۑ

4.5.10 ࠌ　　 ࠌ　　

4.8.10 ࠌ　　 ࠌ　　

4.11.10 ࠌ　　 ࠌ　　

０

（その��）

���　政 治 ά ື ㈝�の�ෆ�ヂ 　㡯┠別༊ศ　　ᶵ関⣬ㄅのⓎ⾜ᴗ㈝　（　乙ᶵ関㞧ㄅཎ✏ᩱ　）

年月日
ᨭฟࡅཷࢆた者の氏名
（団体にあっては、その名
称 ）

ᨭ ฟ ࢆ ཷ ࡅ た 者 の ఫ ᡤ
(団体にあっては、たるົᡤのᡤᅾ
ᆅ )

ഛ　⪃



０

１００㸪０００

４００㸪０００

４００㸪０００

１㸴０㸪０００

１㸴０㸪０００

１００㸪０００

１００㸪０００

１００㸪０００

この㡫のᑠ計

そののᨭฟ

（ὀ㸯）　国会議員関係政治団体は１௳１円㉸の支出、ࢀࡑ௨እの
　　　　政治団体は１௳㸳円௨ୖの支出にࡘいてグ㍕するこ。

（ὀ㸰）　ࠕそののᨭฟࠖとྜࠕ計ࠖのḍは、ྑୖの㡯┠別༊ศの
　　　（　）の୰の㡯┠ࡈとに、᭱ᚋの㡫にグ㍕ࡍること。ྜ������計

ᨭ�ฟ�の�┠�ⓗ 金　　　　　　　㢠

（ὀ㸯）　国会議員関係政治団体は１௳１円㉸の支出、ࢀࡑ௨እの
　　　　政治団体は１௳㸳円௨ୖの支出にࡘいてグ㍕するこ。

（ὀ㸰）　ࠕそののᨭฟࠖとྜࠕ計ࠖのḍは、ྑୖの㡯┠別༊ศの
　　　（　）の୰の㡯┠ࡈとに、᭱ᚋの㡫にグ㍕ࡍること。ྜ������計

この㡫のᑠ計

そののᨭฟ

Ⓨ㏦㈝

ࠌ　

ࠌ　

ࠌ　

ᨭ�ฟ�の�┠�ⓗ 金　　　　　　　㢠
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（その��）

���　政 治 ά ື ㈝�の�ෆ�ヂ 　㡯┠別༊ศ　　ᶵ関⣬ㄅのⓎ⾜ᴗ㈝　（　乙ᶵ関㞧ㄅ༳ๅ㈝　）

年月日
ᨭฟࡅཷࢆた者の氏名
（団体にあっては、その名
称 ）

ᨭ ฟ ࢆ ཷ ࡅ た 者 の ఫ ᡤ
(団体にあっては、たるົᡤのᡤᅾ
ᆅ )

ഛ　⪃



4.2.5 ♫༳ๅᰴᘧ会ۑۑ ྕۑ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

4.5.1 ࠌ　　 ࠌ　　

4.8.1 ࠌ　　 ࠌ　　

4.11.1 ࠌ　　 ࠌ　　

０

（その��）

���　政 治 ά ື ㈝�の�ෆ�ヂ 　㡯┠別༊ศ　　ᶵ関⣬ㄅのⓎ⾜ᴗ㈝　（　乙ᶵ関㞧ㄅⓎ㏦㈝　）

年月日
ᨭฟࡅཷࢆた者の氏名
（団体にあっては、その名
称 ）

ᨭ ฟ ࢆ ཷ ࡅ た 者 の ఫ ᡤ
(団体にあっては、たるົᡤのᡤᅾ
ᆅ )

ഛ　⪃



4.2.15 㒑౽ᒁۑۑ 㛗ᓮᕷྕۑ␒ۑۑ⏫ۑۑ

4.5.10 ࠌ　　 ࠌ　　

4.8.10 ࠌ　　 ࠌ　　

4.11.10 ࠌ　　 ࠌ　　

０

㸳０㸪０００

㸳０㸪０００

２００㸪０００

２００㸪０００

１００㸪０００

１００㸪０００

１００㸪０００

４００㸪０００

４００㸪０００

㸳０㸪０００

１００㸪０００

（ὀ㸯）　国会議員関係政治団体は１௳１円㉸の支出、ࢀࡑ௨እの
　　　　政治団体は１௳㸳円௨ୖの支出にࡘいてグ㍕するこ。

（ὀ㸰）　ࠕそののᨭฟࠖとྜࠕ計ࠖのḍは、ྑୖの㡯┠別༊ศの
　　　（　）の୰の㡯┠ࡈとに、᭱ᚋの㡫にグ㍕ࡍること。ྜ������計

この㡫のᑠ計

そののᨭฟ

ࠌ　

ࠌ　

（ὀ㸯）　国会議員関係政治団体は１௳１円㉸の支出、ࢀࡑ௨እの
　　　　政治団体は１௳㸳円௨ୖの支出にࡘいてグ㍕するこ。

（ὀ㸰）　ࠕそののᨭฟࠖとྜࠕ計ࠖのḍは、ྑୖの㡯┠別༊ศの
　　　（　）の୰の㡯┠ࡈとに、᭱ᚋの㡫にグ㍕ࡍること。ྜ������計

ᨭ�ฟ�の�┠�ⓗ 金　　　　　　　㢠

Ⓨ㏦㈝

ࠌ　

この㡫のᑠ計

そののᨭฟ

㸳０㸪０００

༳ๅ㈝

ࠌ　

ࠌ　

ࠌ　

ᨭ�ฟ�の�┠�ⓗ 金　　　　　　　㢠
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（その��）

���　政 治 ά ື ㈝�の�ෆ�ヂ 　㡯┠別༊ศ　　ᐉఏᴗ㈝　　　　　　（�⮬ື㌴㉎ධ࣭⥔ᣢ㈝�）

年月日
ᨭฟࡅཷࢆた者の氏名
（団体にあっては、その名
称 ）

ᨭ ฟ ࢆ ཷ ࡅ た 者 の ఫ ᡤ
(団体にあっては、たるົᡤのᡤᅾ
ᆅ )

ഛ　⪃



4.1.25 ㌴㈍ື⮬ۑۑ ྕۑ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

ࠌ ⯆ᒁ⛯ົ㒊ۑۑ ྕۑ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

（その��）

���　政 治 ά ື ㈝�の�ෆ�ヂ 　㡯┠別༊ศ　　ᐉఏᴗ㈝　　　　　　（　࣮ࢱࢫ࣏作成㈝　　）

年月日
ᨭฟࡅཷࢆた者の氏名
（団体にあっては、その名
称 ）

ᨭ ฟ ࢆ ཷ ࡅ た 者 の ఫ ᡤ
(団体にあっては、たるົᡤのᡤᅾ
ᆅ )

ഛ　⪃



4.11.30 ♫༳ๅᰴᘧ会ۑۑ ྕۑ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

4.12.10 㒑౽ᒁۑۑ 㛗ᓮᕷྕۑ␒ۑۑ⏫ۑۑ

０

２２㸴㸪３㸳０

１㸪２㸵㸴㸪３㸳０

㸳００㸪０００

１００㸪０００

㸴００㸪０００

㸴００㸪０００

１㸪０００㸪０００

㸳０㸪０００

（ὀ㸯）　国会議員関係政治団体は１௳１円㉸の支出、ࢀࡑ௨እの
　　　　政治団体は１௳㸳円௨ୖの支出にࡘいてグ㍕するこ。

（ὀ㸰）　ࠕそののᨭฟࠖとྜࠕ計ࠖのḍは、ྑୖの㡯┠別༊ศの
　　　（　）の୰の㡯┠ࡈとに、᭱ᚋの㡫にグ㍕ࡍること。ྜ������計

この㡫のᑠ計

そののᨭฟ

༳ๅ㈝

Ⓨ㏦㈝

（ὀ㸯）　国会議員関係政治団体は１௳１円㉸の支出、ࢀࡑ௨እの
　　　　政治団体は１௳㸳円௨ୖの支出にࡘいてグ㍕するこ。

（ὀ㸰）　ࠕそののᨭฟࠖとྜࠕ計ࠖのḍは、ྑୖの㡯┠別༊ศの
　　　（　）の୰の㡯┠ࡈとに、᭱ᚋの㡫にグ㍕ࡍること。ྜ������計

ᨭ�ฟ�の�┠�ⓗ 金　　　　　　　㢠

この㡫のᑠ計

そののᨭฟ

１㸪０㸳０㸪０００

㈝㉎ධࣥࣂࢺࣛ

⮬ື㌴ྲྀᚓ⛯

ᨭ�ฟ�の�┠�ⓗ 金　　　　　　　㢠
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（その��）

���　政 治 ά ື ㈝�の�ෆ�ヂ 　㡯┠別༊ศ　　政治資金࣮ࢸ࣮ࣃ㛤ദᴗ㈝（࣮ࢸ࣮ࣃۑۑ）

年月日
ᨭฟࡅཷࢆた者の氏名
（団体にあっては、その名
称 ）

ᨭ ฟ ࢆ ཷ ࡅ た 者 の ఫ ᡤ
(団体にあっては、たるົᡤのᡤᅾ
ᆅ )

ഛ　⪃



4.1.30 ♫༳ๅᰴᘧ会ۑۑ ྕۑ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

4.7.20 ࣝࢸ࣍ۑۑ 㛗ᓮᕷྕۑ␒ۑۑ⏫ۑۑ

ࠌ ࠌ　　 ࠌ　　　

ࠌ 㹒野㹓郎 ⚟ᒸᕷۑۑ༊ۑۑ⏫ۑۑ␒ᆅ

（その��）

���　政 治 ά ື ㈝�の�ෆ�ヂ 　㡯┠別༊ศ　　政治資金࣮ࢸ࣮ࣃ㛤ദᴗ㈝（ྩۑۑをບます会）

年月日
ᨭฟࡅཷࢆた者の氏名
（団体にあっては、その名
称 ）

ᨭ ฟ ࢆ ཷ ࡅ た 者 の ఫ ᡤ
(団体にあっては、たるົᡤのᡤᅾ
ᆅ )

ഛ　⪃



4.8.25 ♫༳ๅᰴᘧ会ۑۑ ྕۑ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

4.9.1 㒑౽ᒁۑۑ 㛗ᓮᕷྕۑ␒ۑۑ⏫ۑۑ

4.10.25 会㤋ۑۑ ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

ࠌ ࠌ　 ࠌ　　　

ࠌ 㹎野㹏郎 ᶓᕷۑۑ༊ۑ⏫ۑۑ␒ᆅ

ࠌ 㹐野㹑郎 ྕۑ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

２００㸪０００

４㸪０００㸪０００

３㸪㸴㸵㸳㸪０００

㸳０㸪０００

㸳０㸪０００

㸶㸪１２㸳㸪０００ （ὀ㸯）　国会議員関係政治団体は１௳１円㉸の支出、ࢀࡑ௨እの
　　　　政治団体は１௳㸳円௨ୖの支出にࡘいてグ㍕するこ。

（ὀ㸰）　ࠕそののᨭฟࠖとྜࠕ計ࠖのḍは、ྑୖの㡯┠別༊ศの
　　　（　）の୰の㡯┠ࡈとに、᭱ᚋの㡫にグ㍕ࡍること。ྜ������計

この㡫のᑠ計

そののᨭฟ ３㸳㸪０００

㸶㸪１㸴０㸪０００

会場ୖ㈝

㣗௦

ㅮᖌㅰ♩

ࠌ　

ᨭ�ฟ�の�┠�ⓗ 金　　　　　　　㢠

この㡫のᑠ計

そののᨭฟ

ෆ≧༳ๅ௦

ෆ≧Ⓨ㏦௦

３㸪４㸵㸳㸪０００

１３㸪０００

３㸪４㸶㸶㸪０００

１㸳０㸪０００

（ὀ㸯）　国会議員関係政治団体は１௳１円㉸の支出、ࢀࡑ௨እの
　　　　政治団体は１௳㸳円௨ୖの支出にࡘいてグ㍕するこ。

（ὀ㸰）　ࠕそののᨭฟࠖとྜࠕ計ࠖのḍは、ྑୖの㡯┠別༊ศの
　　　（　）の୰の㡯┠ࡈとに、᭱ᚋの㡫にグ㍕ࡍること。ྜ������計

ᨭ�ฟ�の�┠�ⓗ 金　　　　　　　㢠

ෆ≧༳ๅ௦

会場ୖ㈝

㣗௦

ㅮᖌㅰ♩

㸳０㸪０００

１㸪㸳００㸪０００

１㸪㸶㸵㸳㸪０００

㸳０㸪０００
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（その��）

���　政 治 ά ື ㈝�の�ෆ�ヂ 　㡯┠別༊ศ　　ࡑののᴗ㈝　　　　（　書⡠㈍ᴗ　　　）

年月日
ᨭฟࡅཷࢆた者の氏名
（団体にあっては、その名
称 ）

ᨭ ฟ ࢆ ཷ ࡅ た 者 の ఫ ᡤ
(団体にあっては、たるົᡤのᡤᅾ
ᆅ )

ഛ　⪃



０

（その��）

���　政 治 ά ື ㈝�の�ෆ�ヂ 　㡯┠別༊ศ　　ㄪ査◊✲㈝　　　　　　（　⩻ヂ௦　　　　　　）

年月日
ᨭฟࡅཷࢆた者の氏名
（団体にあっては、その名
称 ）

ᨭ ฟ ࢆ ཷ ࡅ た 者 の ఫ ᡤ
(団体にあっては、たるົᡤのᡤᅾ
ᆅ )

ഛ　⪃



4.5.15 ヂ（ᰴ）⩻ۑۑ ᮾி㒔ۑۑ༊ྕۑ␒ۑۑ⏫ۑۑ

４００㸪０００

１００㸪０００

１００㸪０００

２㸳㸪㸳００

１２㸳㸪㸳００

（ὀ㸯）　国会議員関係政治団体は１௳１円㉸の支出、ࢀࡑ௨እの
　　　　政治団体は１௳㸳円௨ୖの支出にࡘいてグ㍕するこ。

（ὀ㸰）　ࠕそののᨭฟࠖとྜࠕ計ࠖのḍは、ྑୖの㡯┠別༊ศの
　　　（　）の୰の㡯┠ࡈとに、᭱ᚋの㡫にグ㍕ࡍること。ྜ������計

この㡫のᑠ計

そののᨭฟ

「政ඪ政治」の⩻ヂ௦

（ὀ㸯）　国会議員関係政治団体は１௳１円㉸の支出、ࢀࡑ௨እの
　　　　政治団体は１௳㸳円௨ୖの支出にࡘいてグ㍕するこ。

（ὀ㸰）　ࠕそののᨭฟࠖとྜࠕ計ࠖのḍは、ྑୖの㡯┠別༊ศの
　　　（　）の୰の㡯┠ࡈとに、᭱ᚋの㡫にグ㍕ࡍること。ྜ������計

ᨭ�ฟ�の�┠�ⓗ 金　　　　　　　㢠

この㡫のᑠ計

そののᨭฟ ４００㸪０００

ᨭ�ฟ�の�┠�ⓗ 金　　　　　　　㢠
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（その��）

���　政 治 ά ື ㈝�の�ෆ�ヂ 　㡯┠別༊ศ　　ᐤ㝃࣭付金　　　　　（　ᐤ㝃　　　　　　　）

年月日
ᨭฟࡅཷࢆた者の氏名
（団体にあっては、その名
称 ）

ᨭ ฟ ࢆ ཷ ࡅ た 者 の ఫ ᡤ
(団体にあっては、たるົᡤのᡤᅾ
ᆅ )

ഛ　⪃



4.3.31 㹁政治団体 ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑ㒆ۑۑ

4.6.30 㹂政治㐃┕ ྕۑ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

０

（その��）

���　政 治 ά ື ㈝�の�ෆ�ヂ 　㡯┠別༊ศ　　ᐤ㝃࣭付金　　　　　（　支㒊付金　　　　）

年月日
ᨭฟࡅཷࢆた者の氏名
（団体にあっては、その名
称 ）

ᨭ ฟ ࢆ ཷ ࡅ た 者 の ఫ ᡤ
(団体にあっては、たるົᡤのᡤᅾ
ᆅ )

ഛ　⪃



4.3.31 甲乙会㹃支㒊 ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑ㒆ۑۑ

4.6.30 甲乙会㹀支㒊 ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

０

２００㸪０００

２００㸪０００

１００㸪０００

（ὀ㸯）　国会議員関係政治団体は１௳１円㉸の支出、ࢀࡑ௨እの
　　　　政治団体は１௳㸳円௨ୖの支出にࡘいてグ㍕するこ。

（ὀ㸰）　ࠕそののᨭฟࠖとྜࠕ計ࠖのḍは、ྑୖの㡯┠別༊ศの
　　　（　）の୰の㡯┠ࡈとに、᭱ᚋの㡫にグ㍕ࡍること。ྜ������計

この㡫のᑠ計

そののᨭฟ

ᨭ�ฟ�の�┠�ⓗ 金　　　　　　　㢠

この㡫のᑠ計

そののᨭฟ

付金

ࠌ 

２００㸪０００

２００㸪０００

１００㸪０００

１００㸪０００

（ὀ㸯）　国会議員関係政治団体は１௳１円㉸の支出、ࢀࡑ௨እの
　　　　政治団体は１௳㸳円௨ୖの支出にࡘいてグ㍕するこ。

（ὀ㸰）　ࠕそののᨭฟࠖとྜࠕ計ࠖのḍは、ྑୖの㡯┠別༊ศの
　　　（　）の୰の㡯┠ࡈとに、᭱ᚋの㡫にグ㍕ࡍること。ྜ������計

ᨭ�ฟ�の�┠�ⓗ 金　　　　　　　㢠

ᐤ㝃

ࠌ  １００㸪０００
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（その��）

���　政 治 ά ື ㈝�の�ෆ�ヂ 　㡯┠別༊ศ　　ࡑのの⤒㈝　　　　　（　ධ金㏉῭　　　　）

年月日
ᨭฟࡅཷࢆた者の氏名
（団体にあっては、その名
称 ）

ᨭ ฟ ࢆ ཷ ࡅ た 者 の ఫ ᡤ
(団体にあっては、たるົᡤのᡤᅾ
ᆅ )

ഛ　⪃



4.12.10 �㖟⾜ ྕۑ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

（その��）

年月日
付金の౪ࡅཷࢆた
ᮏ㒊ཪはᨭ㒊の名称

 た る  ົ ᡤ の
ᡤ ᅾ ᆅ

ഛ　⪃



4.11.10 甲乙会㸿支㒊 ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

4.3.31 甲乙会㹃支㒊 ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑ㒆ۑۑ

4.6.30 甲乙会㹀支㒊 ᆅ␒ۑۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

（ὀ㸯）　国会議員関係政治団体は１௳１円㉸の支出、ࢀࡑ௨እの
　　　　政治団体は１௳㸳円௨ୖの支出にࡘいてグ㍕するこ。

（ὀ㸰）　ࠕそののᨭฟࠖとྜࠕ計ࠖのḍは、ྑୖの㡯┠別༊ศの
　　　（　）の୰の㡯┠ࡈとに、᭱ᚋの㡫にグ㍕ࡍること。ྜ������計

この㡫のᑠ計

そののᨭฟ

１㸪０００㸪０００

ᨭ�ฟ�の�┠�ⓗ 金　　　　　　　㢠

ධ金㏉῭ １㸪０００㸪０００

ྜ�������計

この㡫のᑠ計

ࠌ　　

ᐤ㝃࣭付金

⤌⧊άື㈝

２㸳０㸪０００

㸳１０

１㸪０００㸪㸳１０

㸳０㸪０００

１００㸪０００

１００㸪０００

２㸳０㸪０００

���　ᮏ㒊ཪはᨭ㒊にᑐして౪した付金に係るᨭฟのෆヂ

ᨭ　ฟ　㡯　┠ 金　　　　　　　㢠
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 ※ この表は、必ず提出してください。

↓ ഛ　　　　⪃





࢘

࢚

࢜

࢝

࢟

ࢡ

ࢣ

ࢥ

ࢧ

ࢩ

（その��）

㸰　資⏘等の㡯┠別ෆヂ

㡯┠別༊ศ ᅵᆅ

　　　　　　　　　　　　せ 年　月　日 ഛ　　　　　　　　　　　⪃



H10.5.1 ���੍

᭷ ౯ ド ๆ

ฟ 資 に ࡼ る ᶒ 

ᆅ␒ۑ⏫ۑۑᕷۑۑ

㈚ 付 ඛ ࡈ と の ṧ 㧗 ࡀ 100   ࢆ ㉸ ࠼ る ㈚ 付 金

ᨭ ᡶ ࢃ ࢀ た 金 㢠 ࡀ 100   ࢆ ㉸ ࠼ る ᩜ 金

ྲྀᚓの౯㢠ࡀ 100ࢆ㉸࠼るタの⏝に関ࡍるᶒ

 ධ ඛ ࡈ と の ṧ 㧗 ࡀ 100   ࢆ ㉸ ࠼ る  ධ 金

金　　　　　　　　㢠

　資　⏘　等　の　ෆ　ヂ

３㸪０００㸪０００

ᅵ ᆅ

ᘓ ≀

ᘓ ≀ の ᡤ ᭷ ࢆ ┠ ⓗ と ࡍ る ᆅ ୖ ᶒ ཪ は ᅵ ᆅ の ㈤  ᶒ

ྲྀ ᚓ の ౯ 㢠 ࡀ 100   ࢆ ㉸ ࠼ る ື ⏘

㡸金（ᬑ㏻㡸金及びᙜᗙ㡸金ࢆ㝖ࡃ。）ཪは㈓金（ᬑ㏻㈓金ࢆ
㝖ࡃ。）

金 㖹 ಙ ク

（その��）

㸯　資⏘等の⥲ᣓ表

᭷

　　資⏘等の᭷↓

資　⏘　等　の　㡯　┠　別　༊　ศ

資　　⏘　　等　　の　　≧　　ἣ

ࣞ

ࣞ

ࣞ

ࣞ

ࣞ

ࣞ

ࣞ

ࣞ

ࣞ

ࣞ

ࣞ

ࣞ

ࣞ

㈨⏘➼がくない場合は、てのḍの䛂↓䛃に
䚷㻌を記載してください。

䛂᭷䛃の㡯┠に䛴いて、（その㻝㻤）に記載してください。
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（その��）

㸰　資⏘等の㡯┠別ෆヂ

㡯┠別༊ศ ᘓ≀

　　　　　　　　　　　　せ 年　月　日 ഛ　　　　　　　　　　　⪃



ᆅ␒ۑ⏫ۑۑᕷۑۑ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ H10.5.1 ���੍

（その��）

㸰　資⏘等の㡯┠別ෆヂ

㡯┠別༊ศ ື⏘

　　　　　　　　　　　　せ 年　月　日 ഛ　　　　　　　　　　　⪃



⮬ື㌴ H17.5.1 �ྎ

ᛂ᥋ࢺࢵࢭ H2.4.1 �⤌

⤮⏬ S62.5.1
�Ⅼ、タ❧日๓のྲྀᚓだが౯㢠、年月日も᫂
ྲྀᚓ年月日はタ❧年月日。౯㢠はタ❧日に࠾けるぢ✚㢠

ࠌ  H10.5.1
�Ⅼ、タ❧日（6������）から㹆ඖ������までの㛫のྲྀᚓだが、
౯㢠、年月日も᫂。౯㢠は㹆�����に࠾けるぢ✚㢠

金　　　　　　　　㢠

　資　⏘　等　の　ෆ　ヂ

　資　⏘　等　の　ෆ　ヂ

金　　　　　　　　㢠

３㸪０００㸪０００

１㸪２００㸪０００

２㸪㸳００㸪０００

１㸪㸳００㸪０００

１，０００，０００
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（その��）

㸰　資⏘等の㡯┠別ෆヂ

㡯┠別༊ศ 㡸金

　　　　　　　　　　　　せ 年　月　日 ഛ　　　　　　　　　　　⪃



ṧ㧗

（その��）

㸰　資⏘等の㡯┠別ෆヂ

㡯┠別༊ศ ධ金

　　　　　　　　　　　　せ 年　月　日 ഛ　　　　　　　　　　　⪃



甲㖟⾜乙支ᗑ

　資　⏘　等　の　ෆ　ヂ

金　　　　　　　　㢠

㸳㸪０００㸪０００

１㸪２００㸪０００

　資　⏘　等　の　ෆ　ヂ

金　　　　　　　　㢠

（その��）

㸰　資⏘等の㡯┠別ෆヂ

㡯┠別༊ศ 㡸金

　　　　　　　　　　　　せ 年　月　日 ഛ　　　　　　　　　　　⪃



ṧ㧗

（その��）

㸰　資⏘等の㡯┠別ෆヂ

㡯┠別༊ศ ධ金

　　　　　　　　　　　　せ 年　月　日 ഛ　　　　　　　　　　　⪃



甲㖟⾜乙支ᗑ

　資　⏘　等　の　ෆ　ヂ

金　　　　　　　　㢠

㸳㸪０００㸪０００

１㸪２００㸪０００

　資　⏘　等　の　ෆ　ヂ

金　　　　　　　　㢠
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※　この表は必ず提出してください。

（その20）

　添　付　書　類（別添のとおり）

1 　領　収　書　等　の　写　し

2 　監　査　意　見　書（政党及び政治資金団体に限る。）

3 　政　治　資　金　監　査　報　告　書（国会議員関係政治団体に限る。）

この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。

令　和　　５　年　　　３　月　　　１　日

甲　乙　会

印

（ （ 印））

 ★ 令和４年１２月３１日現在（解散分の収支報告書である場合は解散日現在）で国会議員関係政治団体である場合は、

　　収支報告書提出に際し、あらかじめ登録政治資金監査人による政治資金監査を受け、登録政治資金監査人が作成する

　　「政治資金監査報告書」を添付して提出してください。

　　（注）収支が０円であっても、政治資金監査を受ける必要があります。

代 表 者 の 氏 名

宣　　　　　　　誓　　　　　　　書

政 治 団 体 の 名 称

会 計 責 任 者 の 氏 名 乙　野　次　郎　　　　　　　 乙
野

この日付は必ず記入してください。
ここには、収支報告書への記入が完了した日を
記載してください。

政治団体の解散に伴い収支報告書を提出される場合、解散した年の１月１日から
解散日までの間の収支報告書（その２０）宣誓書には、会計責任者だけでなく、
代表者も記名押印又は署名をしてください。
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第15号様式（第９条関係）

領収書等を徴し難かった支出の明細書

支 出 の 目 的
金 額 年 月 日

領 収 書 等 を
徴し難かった
事情項 目 摘 要

百万 千 円

               政治団体の名称

               会計責任者の氏名                 

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ 会計責任者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が

提出する場合にあっては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を

行うこと。ただし、会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。

３ 「支出の目的」欄には、収支報告書記載要領１６の例により分類して記載すること。
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第16号様式（第９条関係）

振込明細書に係る支出目的書

支 出 の 目 的

項  目 摘  要

                                   政治団体の名称

（備考）

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２ 「支出の項目」欄には、収支報告書記載要領 16の例により分類して記載すること。
３ 「摘要」欄には、例えば、「会場借上費」というように具体的に記載すること。

４ 支出の目的ごとに別葉とすること。

５ 支出の目的に対応する振込明細書の写し（当該振込明細書を複写機により複写した

ものに限る。）と併せて提出すること。
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寄附金（税額）控除のための書類

（確認欄）

  この寄附金は、政治資金規正法第12条若しくは第17条又は公職選挙法第189条の規定による

報告書により報告されたものです。

（寄附をした者）

氏 名   ഏ ᢹ

住 所 ᧈ߃ჄŨŨࠊţţထšš

寄 附 金 の 額
百万 十万 万 千 百 十 円

ᴽ Ჰ Ც Ც Ც Ც Ც

寄 附 年 月 日 令和  年  月  日

（寄附を受けた団体）

名 称 ဍ ʊ ˟

所 在 地 ᧈރࠊ߃ɥထᲭဪᲫӭ

団 体 の 区 分

いずれか該当するも

のの番号を○で表示

政党又は政治資金団体
租税特別措置法第４１条の１８

第 １ 項 第 １ 号 又 は 第 ２ 号

左記以外の特定の政治団体
租税特別措置法第４１条の１８

第 １ 項 第 ３ 号 又 は 第 ４ 号

１ ２

租税特別措置法第41条の18

第１項第３号該当の場合

その団体の主宰者又は

主要な構成員である国会

議員の氏名

租税特別措置法第41条の18

第１項第４号該当の場合
同号イ該当の場合は(2)の

記載は必要ありません。

(1) その団体が推進し又は

支持する者の氏名
߷ޛ ɟᢹ

(2) 上記(1)の者が立候補した

選挙名及び立候補年月日

選挙

令和  年  月  日

（寄附を受けた個人）

公 職 の 候 補 者

(1) 公職の候補者の氏名

(2) 上記(1)の者が立候補した

選挙名及び立候補年月日

選挙

令和  年  月 日

住 所

（寄附の内訳）

年 月 日 金 額 年 月 日 金 額 年 月 日 金 額

□・２・15 200,000 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

□・10・15 400,000 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円

収支報告書により報告された寄附を記入すること。

（寄附金の額には￥を付けてください。）

数回に分けて寄附を受けた場合には記入

不要。下段の内訳に記入すること。

現職の場合は記載不要

該当するものに○
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収支報告書記載要領       

１ この用⣬のきさは、日ᮏ産ᴗ規᱁㸿ิ㸲␒とすること。

２ この報告書は、ẖ年１２月３１日（ゎᩓ等の場合には、その日）現在で、その年におけるすべての収

入及び支出（当該政治団体のたࡵにその代表者又は会ィ㈐௵者と意ᛮを㏻じてされた支出を含む。）の

総額、項目別の金額及び資産等୪びに以下に掲げる事項（これらの事項がないときは、その旨）を記載

すること。

３ 収入とは、金㖹、≀ရ、不動産その他の㈈産ୖの┈の収ཷで、法第８条の３各号に掲げる᪉法によ

る㐠用のたࡵに供与し、又はした金㖹及び有価ドๆの当該㐠用に係る当該金㖹等に┦当する金㖹等

の収ཷ以外のものをいい、支出とは、金㖹、≀ရ、不動産その他の㈈産ୖの┈の供与又はで、法

第８条の３各号に掲げる᪉法による㐠用のたࡵにする金㖹及び有価ドๆの供与又は以外のものをい

う。

  なお、金㖹以外の㈈産ୖの┈にあっては、これを価に見積った金額を記載し、その᰿ᣐを「備考」

欄に記載すること。

㸲 様式（その１）について

(1) 「政治団体区分」欄及び「活動区域の区分」欄の中の「□」ෆには、該当するものに「レ」を記入  

すること。

(2) 「資金管理団体の指定の有無」欄の中の「□」については、１２月３１日現在で資金管理団体とし

て指定されていた場合には「有」の「□」に「レ」を記入し、１２月３１日現在で資金管理団体と  

して指定されていなかった場合には「無」の「□」に「レ」を記入すること。

   さらに、「資金管理団体の指定の有無」欄の中の「බ職の✀㢮」及び「資金管理団体のᒆ出をし

た者のẶྡ」は、１２月３１日現在で資金管理団体として指定されていた場合にのみ記載すること。  

この場合において、「බ職の✀㢮」には、⾗議㝔議員、ཧ議㝔議員又は地᪉බඹ団体の議会の議

員ⱝしくは㛗の区分により、その職については㑅ᣲ区において㑅ᣲすることとされている場合には

当該㑅ᣲ区ྡをして、その職にある者にあっては「⾗議㝔議員㛗ᓮ┴第ۑ区㑅ᣲ区（現職）」、

その職のೃ⿵者にあっては「⾗議㝔議員㛗ᓮ┴第ۑ区㑅ᣲ区（ೃ⿵者）」、ೃ⿵者となࢁうとする

者にあっては「㛗ᓮ┴議会議員எ㒆㑅ᣲ区（ೃ⿵者となࢁうとする者）」の例により記載すること。

   なお、１２月３１日現在での国会議員関係政治団体に関する特例規定（法１９条の９の規定をい

う。以下同じ。）の適用の有無にかかࢃらず、記載すること。

(3) 「資金管理団体の指定の期間」欄には、１２月３１日現在での資金管理団体の指定の有無にかかࢃ

らず、当該年中において一部の期間のみ資金管理団体として指定されていた場合に、その期間を記

載すること。この場合において、当該年中に資金管理団体として指定され、そのᚋ、１２月３１日

まで資金管理団体として指定されていたときには、資金管理団体として指定された日から１２月３

１日まで、１月１日現在で資金管理団体として指定されており、そのᚋ当該年中に資金管理団体の

指定をྲྀりᾘされたときには、１月１日から資金管理団体の指定をྲྀりᾘされた日まで、というよ

うに記載すること。

また、１月１日から１２月３１日まで㏻年で資金管理団体として指定されていた場合には記載を  

要しないこと。
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   なお、当該年中における国会議員関係政治団体に関する特例規定の適用の有無にかかࢃらず、記載

すること。

(4) 「国会議員関係政治団体の区分」欄の中の「□」については、「政治団体の区分」欄の中の該当す

る「□」に「レ」を記入したୖで、１２月３１日現在で法第１９条の㸵第１項第１号に係る国会議

員関係政治団体として国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていた場合には「政治資

金規ṇ法第１９条の㸵第１項第１号に係る国会議員関係政治団体」の「□」に「レ」を記入し、

１２月３１日現在で同項第２号に係る国会議員関係政治団体として国会議員関係政治団体に関する

特例規定が適用されていた場合には「政治資金規ṇ法第１９条の㸵第１項第２号に係る国会議員関

係政治団体」の「□」に「レ」を記入すること。

さらに、「国会議員関係政治団体の区分」欄の中の「බ職のೃ⿵者のẶྡ」及び「බ職の✀㢮」は、

１２月３１日現在で国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていた場合にのみ記載する  

こと。

この場合において、同項第１号に係る国会議員関係政治団体であるときは「බ職のೃ⿵者のẶྡ」

にその代表者であるබ職のೃ⿵者のẶྡを、「බ職の✀㢮」にその代表者であるබ職のೃ⿵者に係

るබ職の✀㢮を、⾗議㝔議員又はཧ議㝔議員の区分により、その職にある者にあっては「⾗議㝔議

員（現職）」、その職のೃ⿵者及びೃ⿵者となࢁうとする者にあっては「⾗議㝔議員（ೃ⿵者等）」

の例により記載し、同項第２号に係る国会議員関係政治団体であるときは「බ職のೃ⿵者のẶྡ」

に同号のබ職のೃ⿵者のẶྡを、「බ職の✀㢮」に当該බ職のೃ⿵者に係るබ職の✀㢮を、⾗議㝔

議員又はཧ議㝔議員の区分により、その職にある者にあっては「⾗議㝔議員（現職）」、その職の

ೃ⿵者及びೃ⿵者となࢁうとする者にあっては「⾗議㝔議員（ೃ⿵者等）」の例により記載するこ

と。

なお、１２月３１日現在での資金管理団体の指定の有無にかかࢃらず、記載すること。

(5) 「国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間」欄には、１２月３１日現在での国会議員関係  

政治団体に関する特例規定の適用の有無にかかࢃらず、当該年中において一部の期間のみ国会議員  

関係政治団体に関する特例規定が適用されていた場合に、その期間を記載すること。

この場合において、当該年中に国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されることとなり、

そのᚋ、１２月３１日まで国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていたときには、国

会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されることとなった日から１２月３１日まで、１月１

日現在で国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されており、そのᚋ、当該年中に国会議員

関係政治団体に関する特例規定が適用されなくなったときには、１月１日から国会議員関係政治団

体に関する特例規定が適用されなくなった日まで、というように記載すること。

   また、１月１日から１２月３１日まで㏻年で国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されて  

いた場合には記載を要しないこと。

なお、当該年中における資金管理団体の指定の有無にかかࢃらず、記載すること。

㸳 様式（その２）について

(1) 個人が㈇ᢸする党㈝又は会㈝については、その金額及びこれを⣡入した者の数を記載すること。

(2) ᐤ㝃（法人その他の団体が㈇ᢸする党㈝又は会㈝を含み、政党༏ྡᐤ㝃（ᐤ㝃のうち、法第２２条

の㸴第２項に規定する政党又は政治資金団体が⾤㢌又は一⯡にබ開される₇ㄝ会ⱝしくは㞟会の会

場においてཷける༏ྡのᐤ㝃で１௳当たりの金額が༓円以下のものをいう。(3)及び１２において  

同じ。）を除く。１２を除き、以下同じ。）については、「個人からのᐤ㝃」、「法人その他の団

体からのᐤ㝃」又は「政治団体からのᐤ㝃」に分㢮し、それࡒれ項目ごとに総額を記載するものと
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し、ᐤ㝃のうちᐤ㝃のあっせࢇに係るものについては、その総額を記載すること。

   なお、個人からのᐤ㝃のうち、特定ᐤ㝃（法第１９条の㸲に規定するᐤ㝃をいう。以下同じ。）に  

ついては、個人からのᐤ㝃のෆ書としてその総額を記載すること。

   また、ᮏ部又は支部から供与された金に係る収入は、ᐤ㝃には該当しないたࡵ、「政治団体か

らのᐤ㝃」に含ࡵないこと。

(3) 政党༏ྡᐤ㝃については、その総額を記載すること。

㸴 様式（その３）について

(1) 機関⣬ㄅのⓎ行その他の事ᴗによる収入については、その事ᴗの✀㢮及び当該事ᴗの✀㢮ごとの年

間の収入金額を記載すること。

(2) 「事ᴗの✀㢮」欄には、機関⣬ㄅのⓎ行及び政治資金パーティー開催事ᴗにあっては、事ᴗの✀㢮

を「⏥機関⣬」、「எ機関㞧⣬」、「⏥政治資金パーティー開催事ᴗ」、「எ政治資金パーティー

開催事ᴗ」というように細分したୖで記載し、その他の事ᴗにあっては、「その他の催≀事ᴗ」と

いうように記載すること。

（3）政治資金パーティを他の政治団体とඹ同で開催した場合にあっては、その旨及び当該他の政治団体

のྡ⛠を「備考」欄に記載すること。

㸵 様式（その㸲）について

  入金については、入ඛ及び当該入ඛごとの金額を記載するものとし、その記載の᪉法は、例࠼

。というようにල体的に入ඛを記載すること「㖟行（எ支ᗑ）⏥」、ࡤ

８ 様式（その㸳）について

  当該政治団体のᮏ部又は支部から供与された金に係る収入については、金を供与したᮏ部又

は支部ごとに、そのྡ⛠及びたる事務所の所在地୪びに当該金の金額及び供与をཷけた年月日を

該当欄に記載すること。

９ 様式（その㸴）について

(1) その他の収入（個人が㈇ᢸする党㈝又は会㈝、ᐤ㝃、機関⣬ㄅのⓎ行その他の事ᴗによる収入、

入金及びᮏ部又は支部から供与された金に係る収入以外の収入をいう。）については、１௳当

たりの金額（数ᅇにࢃたってされたときは、その合ィ金額）が１０万円以ୖのものについて、その

ᇶᅉとなった事ᐇ୪びにその金額及び年月日を記載すること。なお、１௳当たりの金額が１０万円

ᮍ‶のものにあっては、一ᣓしてその合ィ金額を記載すること。

(2) 「要」欄には、収入のᇶᅉとなった事ᐇを「⏥㖟行㡸金Ꮚ」というようにල体的に記載するこ

と。

10 様式（その㸵）について

(1) 同一の者からのᐤ㝃で、その金額の合ィ額が、年間㸳万円を㉸࠼るものについては、そのᐤ㝃をし

た者ごとに、その者のẶྡ、住所及び職ᴗ（団体にあっては、そのྡ⛠、たる事務所の所在地及

び代表者のẶྡ。以下同じ。）、当該ᐤ㝃の金額及び年月日୪びにᐤ㝃者がୖ場࣭外資㸳０㸣㉸会

♫（法第２２条の㸳第１項ᮏᩥに規定する者であって同項たࡔし書に規定する日ᮏ法人をいう。  

(4)において同じ。）であるときはその旨を該当欄に記載すること。なお、年間㸳万円以下のᐤ㝃に  

ついてもᚲ要にᛂじ報告してもᕪし支࠼ないものであること。



84

(2) ᐤ㝃は、「個人からのᐤ㝃」、「法人その他の団体からのᐤ㝃」又は「政治団体からのᐤ㝃」に分

㢮し、それࡒれ別ⴥとすること。なお、「ᐤ㝃者の区分」欄には、これらの区分を記載すること。

   また、ᮏ部又は支部から供与された金に係る収入は、ᐤ㝃には該当しないたࡵ、「政治団体か

らのᐤ㝃」に含ࡵないこと。

(3) 個人からのᐤ㝃のうち、特定ᐤ㝃については、例ࡤ࠼、⏥㔝ኴ㑻が資金管理団体のᒆ出をした者で  

ある場合には、「ᐤ㝃者のẶྡ」欄に「 特ۑ ⏥㔝ኴ㑻」というように記載すること。

また、㑇㉗によってするᐤ㝃については、「備考」欄に「㑇㉗」と記載すること。

(4) 法人その他の団体からのᐤ㝃のうち、ୖ場࣭外資㸳０㸣㉸会♫からのᐤ㝃については、「備考」欄

に「ୖ場࣭外資㸳０㸣㉸」というように記載すること。

(5) 「その他のᐤ㝃」欄には、ᐤ㝃のうちୖ記(1) により、その明細を記載したもの以外のものの合ィ  

金額を記載すること。

11 様式（その８）について

  同一の者によってᐤ㝃のあっせࢇをされたᐤ㝃で、その金額の合ィ額が年間㸳万円を㉸࠼るものに

ついては、そのᐤ㝃のあっせࢇをした者ごとに、その者のẶྡ、住所及び職ᴗ୪びに当該ᐤ㝃のあっせ

た期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日を記載するものとࡵに係るᐤ㝃の金額、これを㞟ࢇ

し、記載の要領は１０に‽じて記載すること。なお、年間㸳万円以下のᐤ㝃のあっせࢇに係るᐤ㝃につ

いてもᚲ要にᛂじ報告してもᕪし支࠼ないこと。

12 様式（その９）について

  政党༏ྡᐤ㝃については、同一の日に同一の場所でཷけたᐤ㝃ごとに、その金額の合ィ額୪びに年月

日及び場所を記載するものとし、場所の記載については、「㛗ᓮᕷ１⏫ۑۑ目ۑۑ㥐๓⾤㢌」、「㛗

ᓮᕷ１⏫ۑۑ目１␒１号ۑۑ会㤋ۑۑの間」というようにヲ細に記載すること。

13 様式（その１０）について

（1）機関⣬ㄅのⓎ行その他の事ᴗによる収入のうち特定パーティー（政治資金パーティーのうち、当該

政治資金パーティーの対価に係る収入の金額が༓万円以ୖであるものをいう。以下同じ。）又は特

定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーの対価に係る収入がある場合には、これらの

パーティーごとに、そのྡ⛠、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額୪びに対価の支ᡶ

をした者の数を 記載すること。

（2）特定パーティー開催団体以外の政治団体にあっては、当該特定パーティー又は特定パーティーにな

ると見込まれる政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、報告書に記載すべき収入があった年

の๓年以๓において収ཷされたものがある場合においては、これらのパーティーに係る「備考」欄

に๓年以๓において収ཷされたものに係る収入の金額及び対価の支ᡶをした者の数を記載するこ

と。

（3）特定パーティー又は特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを他の政治団体とඹ同

で開催した場合にあっては、その旨及び当該他の政治団体のྡ⛠を「備考」欄に記載すること。

14 様式（その１１）について

(1) 一の政治資金パーティーの対価に係る収入（特定パーティー開催団体以外の政治団体にあっては、  

報告書に記載すべき収入があった年の๓年以๓における収入を含む。（1）及び 15において同じ。）

のうち、同一の者からの政治資金パーティーの対価の支ᡶで、その金額の合ィ額が２０万円を㉸࠼
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るものについては、政治資金パーティーごとに、その年における対価の支ᡶについて、当該対価の

支ᡶをした者ごとに、その者のẶྡ、住所及び職ᴗ୪びに当該支ᡶࢃれた対価の金額及び年月日を

該当欄に記載するものとし、記載の要領は、政治資金パーティーごとに別ⴥとし、「政治資金パー

ティーのྡ⛠」欄には当該政治資金パーティーのྡ⛠を記載すること。

   特定パーティー開催団体以外の政治団体にあっては、当該政治資金パーティーについて、報告書に

記載すべき収入があった年の๓年以๓において収ཷされた収入のうちに当該対価の支ᡶをした者が

支ᡶをしたものがある場合においては、当該対価の支ᡶをした者に係る「備考」欄に๓年以๓にお

いて収ཷされたものに係る当該支ᡶࢃれた対価の金額及び年月日を記載すること。

   なお、一の政治資金パーティーに係る２０万円以下の対価の支ᡶについてもᚲ要にᛂじ報告しても  

ᕪし支࠼ないものであること。

(2) 対価の支ᡶは、「個人からの対価の支ᡶ」、「法人その他の団体からの対価の支ᡶ」又は「政治団

体からの対価の支ᡶ」に分㢮し、それࡒれ別ⴥとすること。

   なお、「対価の支ᡶ者の区分」欄には、これらの区分を記載すること。

15 様式（その１２）について

  一の政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同一の者によって対価の支ᡶのあっせࢇをされた

もので、その金額の合ィ額が２０万円を㉸࠼るものについては、対価の支ᡶのあっせࢇをした者ごとに、

その者のẶྡ、住所及び職ᴗ୪びに当該対価の支ᡶのあっせࢇに係る金額、これを㞟ࡵた期間及びこれ

が当該政治団体に提供された年月日を記載するものとし、記載の要領は１㸲に‽じて記載すること。

  なお、一の政治資金パーティーに係る２０万円以下の対価の支ᡶのあっせࢇについてもᚲ要にᛂじ

報告してもᕪし支࠼ないものであること。

16 様式（その１３）について

  すべての支出は、次の分㢮ᇶ‽により、⤒ᖖ⤒㈝及び政治活動㈝に分㢮し、さらに⤒ᖖ⤒㈝にあって

は、人௳㈝、ග⇕Ỉ㈝、備ရ࣭ᾘ⪖ရ㈝及び事務所㈝に分㢮し、政治活動㈝にあっては、⤌⧊活動㈝、

㑅ᣲ関係㈝、機関⣬ㄅのⓎ行その他の事ᴗ㈝、ㄪ査◊✲㈝、ᐤ㝃࣭金及びその他の⤒㈝に分㢮した

ୖで、これらの項目ごとに年間の支出金額を記載すること。この場合、当該政治団体のᮏ部又は支部に

対して供与した金に係る支出については、これらの項目ごとにその額を「備考」欄に併せて記載す

ること。

(1) ⤒ᖖ⤒㈝

  ア 人௳㈝    政治団体の職員（機関⣬ㄅのⓎ行その他の事ᴗにᚑ事する者を除く。）に支ᡶࢃ

れる⤥ᩱ、報㓘、ᢇ㣴ᡭ当࣭㏻ᡭ当࣭住居ᡭ当その他のㅖᡭ当の㢮及びᗣಖ

㝤ᩱ࣭ປാಖ㝤ᩱその他の各✀ಖ㝤ᩱの㢮をいう。

  イ ග⇕Ỉ㈝   㟁Ẽ、ࢫ࢞、Ỉ㐨の使用ᩱ及びこれらのィჾ使用ᩱ等をいう。

࢘   備ရ࣭    ᮘ、᳔Ꮚ、ࣟ࢝ࢵー、複写機、⮬動車（事務所用に限る。）等の備ရの㢮及び

    ᾘ⪖ရ㈝   ᑒ⟄、㖄➹、イࣥࢡ、事務᭹、᪂⪺、㞧ㄅ、ࣥࣜࢯ࢞等のᾘ⪖ရの㢮の㉎入㈝を

いう。

࢚   事務所㈝   事務所のᩱᦆᩱ（地代、ᐙ賃）、බ⛒බㄢ、ⅆ⅏ಖ㝤ᩱ等の各✀ಖ㝤ᩱ、㟁ヰ

使用ᩱ、ษᡭ㉎入㈝、ಟ⧋ᩱその他これらに㢮する⤒㈝で事務所の⥔ᣢに㏻ᖖᚲ

要とされるものをいう。
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(2) 政治活動㈝

  ア ⤌⧊活動㈝  当該政治団体の⤌⧊活動に要する⤒㈝（㑅ᣲに関するものを除く。）で、例ࡤ࠼、           

会㈝、行事㈝、⤌⧊対⟇㈝、΅外㈝、際㈝の㢮をいう。

  イ 㑅ᣲ関係㈝  㑅ᣲに関して支出される⤒㈝で、例ࡤ࠼、බㄆ᥎⸀ᩱ、㝕中見⯙その他㑅ᣲに           

関して行ࢃれる政治活動に要する⤒㈝の㢮をいう。

࢘   機関⣬ㄅの

   Ⓨ行その他の

    事ᴗ㈝

   (㺏) 機関⣬ㄅの 機関⣬ㄅのⓎ行事ᴗにᚑ事する者に支ᡶࢃれる⤥与、ᮦᩱ㈝、༳ๅ㈝、Ⲵ㐀Ⓨ㏦

     Ⓨ行事ᴗ㈝ ㈝、ཎ✏ᩱその他機関⣬ㄅのⓎ行に要する⤒㈝をいう。

   (㺐) ᐉఏ事ᴗ㈝ 機関⣬ㄅのⓎ行以外の政⟇のᬑ及ᐉఏに要する⤒㈝（㑅ᣲに関するものを除く。）

で、例ࡤ࠼、㐟ㄝ㈝、᪂⪺࣭࣭ࣛ࢜ࢪテレࣅのᗈ告ᩱ、ࢱࢫ࣏ー࣭࣭ࣛࣅパࣥࣇ

レࢺࢵのసᡂ㈝、ᐉఏ用⮬動車の㉎入࣭⥔ᣢ㈝の㢮をいう。

   (㺑) 政治資金  政治資金パーティーの開催に要する⤒㈝で、例ࡤ࠼、会場ୖ㈝、記ᛕရ代、     

パーティー ㅮ₇ㅖ⤒㈝の㢮をいう。

     開催事ᴗ㈝

   (㺒) その他の  ୖ記の(㺏)、(㺐)及び(㺑)以外のㅖ事ᴗに要する⤒㈝をいう。

     事ᴗ㈝

࢚   ㄪ査◊✲㈝  政治活動のたࡵに行うㄪ査◊✲に要する⤒㈝で、例ࡤ࠼、◊ಟ会㈝、資ᩱ㈝、           

書⡠㉎入㈝、⩻ヂ代の㢮をいう。

࢜   ᐤ㝃࣭金 政治活動に関するᐤ㝃、㈶ຓ金、当該政治団体のᮏ部又は支部に対して供与した           

金、㈇ᢸ金の㢮をいう。

࢝   その他の⤒㈝ その他ୖ記以外の政治活動に要する⤒㈝をいう。

17 様式（その１㸲）について

(1) 人௳㈝以外の⤒ᖖ⤒㈝については、資金管理団体として指定されていた期間（国会議員関係政治団

体に関する特例規定が適用されていた期間を除く。以下同じ。）に行った支出又は国会議員関係政

治団体に関する特例規定が適用されていた期間に行った支出のうち、１௳当たりの金額（数ᅇにࢃ

たってされたときは、その合ィ金額）が、資金管理団体として指定されていた期間に行った支出に

あっては㸳万円以ୖの支出について、国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていた期

間に行った支出にあっては１万円を㉸࠼る支出について、その支出をཷけた者のẶྡ及び住所（団

体にあっては、そのྡ⛠及びたる事務所の所在地）୪びに当該支出の目的、金額及び年月日を次

の例により記載すること。

   したがって、１月１日から１２月３１日までの間の一部の期間のみ資金管理団体として指定されて

いた場合又は国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていた場合には、それࡒれ資金管

理団体として指定されていなかった期間又は国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されて

いなかった期間に行った支出については記載を要しないこと。

(2) 人௳㈝以外の⤒ᖖ⤒㈝は、１㸴の(1)のイから࢚までのᇶ‽により分㢮し、「項目別区分」欄には、  

「ග⇕Ỉ㈝」、「備ရ࣭ᾘ⪖ရ㈝」、「事務所㈝」というように、項目別の区分を記載し、それࡒれ

別ⴥとすること。

(3) 「支出の目的」欄には、ග⇕Ỉ㈝にあっては、例ࡤ࠼、「㟁Ẽの使用ᩱ」、「ࢫ࢞の使用ᩱ」、「Ỉ

㐨の使用ᩱ」、備ရ࣭ᾘ⪖ရ㈝にあっては、例ࡤ࠼、「ᮘの㉎入㈝」、「事務所用⮬動車の㉎入㈝」、
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「事務用用⣬の㉎入㈝」、「᪂⪺㉎ㄞᩱ」、「ࣥࣜࢯ࢞代」、事務所㈝にあっては、例ࡤ࠼、「事

務所のᩱᦆᩱ」、「බ⛒බㄢ」、「ⅆ⅏ಖ㝤ᩱ」、「㟁ヰ使用ᩱ」、「ษᡭ㉎入㈝」、「ಟ⧋ᩱ」

というように、当該支出の目的をල体的に記載すること。

(4) 「その他の支出」欄には、１௳当たりの金額が、資金管理団体として指定されて期間に行った支出

にあっては㸳万円ᮍ‶の支出を、国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていた期間に

行った支出にあっては１万円以下の支出を、一ᣓしてその合ィ金額を記載すること。

18 様式（その１㸳）について

(1) 政治活動㈝については、１௳当たりの金額（数ᅇにࢃたってされたときは、その合ィ金額）が、国

会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていた期間に行った支出にあっては１万円を㉸࠼

る支出について、国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていなかった期間に行った支

出にあっては㸳万円以ୖの支出について、その支出をཷけた者のẶྡ及び住所（団体にあっては、

そのྡ⛠及びたる事務所の所在地）୪びに当該支出の目的、金額及び年月日を次の例により記載

すること。

(2) 政治活動㈝は、１㸴の(2) のアから࢝までのᇶ‽により分㢮し、さらに㈝目ごとに、⤌⧊活動㈝に  

あっては、例ࡤ࠼、「会㈝」、「行事㈝」、「⤌⧊対⟇㈝」、「΅外㈝」、「際㈝」、㑅ᣲ関

係㈝にあっては、例ࡤ࠼、「බㄆ᥎⸀ᩱ」、「㝕中見⯙」、機関⣬ㄅのⓎ行事ᴗ㈝にあっては、例

、ᐉఏ事ᴗ㈝にあっては、「ཎ✏ᩱ」、「㈝Ⲵ㐀Ⓨ㏦」、「㈝༳ๅ」、「㈝ᮦᩱ」、「与⤥」、ࡤ࠼

例ࡤ࠼、「㐟ㄝ㈝」、「᪂⪺࣭࣭ࣛ࢜ࢪテレࣅのᗈ告ᩱ」、「ࢱࢫ࣏ー࣭࣭ࣛࣅパࣥࣇレࢺࢵのస

ᡂ㈝」、「ᐉఏ用⮬動車の㉎入࣭⥔ᣢ㈝」、政治資金パーティー開催事ᴗ㈝にあっては、例ࡤ࠼、

「⏥政治資金パーティー開催事ᴗ㈝」、「எ政治資金パーティー開催事ᴗ㈝」、ㄪ査◊✲㈝にあっ

ては、例ࡤ࠼、「◊ಟ会㈝」、「資ᩱ㈝」、「書⡠㉎入㈝」、「⩻ヂ代」、ᐤ㝃࣭金にあって

は、「ᐤ㝃金」、「㈶ຓ金」、「支部金」、「㈇ᢸ金」というように、適宜、ᑠ分㢮し、それ

。れ別ⴥとすることࡒ

(3) 記載の要領については、次のとおりとすること。

  ア 「項目別区分」欄には、「⤌⧊活動㈝（会㈝）」というようにᑠ分㢮した㈝目まで記載する

こと。

  イ 「支出の目的」欄には、当該支出の目的を「会場ୖ㈝」、「ᘚ当代」、「ࢩࢡࢱー代」という

ようにල体的に記載すること。

࢘   「その他の支出」欄には、１௳当たりの金額が、国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用

されていた期間に行った支出にあっては１万円以下の支出を、国会議員関係政治団体に関する特

例規定が適用されていなかった期間に行った支出にあっては㸳万円ᮍ‶の支出を、一ᣓしてその

合ィ金額を記載すること。

19 様式（その１㸴）について

  当該政治団体のᮏ部又は支部に対して供与した金に係る支出については、１㸴に掲げる分㢮ᇶ‽

による支出項目ごとに、そのᮏ部又は支部のྡ⛠及びたる事務所の所在地୪びに当該金の金額及

び供与した年月日を該当欄に記載すること。

20 様式（その１㸵）について

  １２月３１日において有する資産等（土地、ᘓ≀、ᘓ≀の所有を目的とする地ୖᶒ又は土地の賃ᶒ、

ྲྀᚓの価額が１００万円を㉸࠼る動産、㡸金（ᬑ㏻㡸金及び当ᗙ㡸金を除く。２１において同じ。）又
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は㈓金（ᬑ㏻㈓金を除く。２１において同じ。）、金㖹ಙク、有価ドๆ、出資によるᶒ、貸ඛごと

のṧ㧗が１００万円を㉸࠼る貸金、支ᡶࢃれた金額が１００万円を㉸࠼るᩜ金、ྲྀᚓの価額が１００

万円を㉸࠼るタの用に関するᶒ及び入ඛごとのṧ㧗が１００万円を㉸࠼る入金をいう。２１

において同じ。）については、これらの項目ごとの有無について「□」ෆに「レ」を記入すること。

21 様式（その１８）について

(1) １２月３１日において有する資産等のෆヂについては、次の例により項目別に分㢮したう࠼で記載

し、それࡒれ別ⴥとすること。なお、「項目別区分」欄には、これらの区分を記載すること。

  ア 土地     土地については、所在、面積、ྲྀᚓの価額及びྲྀᚓ年月日を記載するものとし、     

記載の要領は、所在を「要」欄に「㛗ᓮᕷ１⏫ۑۑ目１␒１号」というよう

に記載し、面積を「備考」欄に「１００㎡」というように記載すること。

  イ ᘓ≀     ᘓ≀については、所在、ᗋ面積、ྲྀ ᚓの価額及びྲྀᚓ年月日を記載するものとし、   

記載の要領は、所在を「要」欄に「㛗ᓮᕷ１⏫ۑۑ目１␒１号」というよう

に記載し、ᗋ面積を「備考」欄に「１００㎡」というように記載すること。

࢘   ᘓ≀の所有を ᘓ≀の所有を目的とする地ୖᶒ又は土地の賃ᶒについては、当該ᶒに係る

目的とする  土地の所在、面積、ᶒのྲྀᚓの価額及びྲྀᚓ年月日を記載するものとし、記載

地ୖᶒ又は  の要領は、所在及び地ୖᶒ又は賃ᶒの別を「要」欄に「㛗ᓮᕷ１⏫ۑۑ目    

土地の賃ᶒ １号１号（地ୖᶒ）」というように記載し、面積を「備考」欄に「１００㎡」と

いうように記載すること。

࢚   動産     ྲྀᚓの価額が１００万円を㉸࠼る動産については、ရ目、数㔞、ྲྀᚓの価額及び           

ྲྀᚓ年月日を記載するものとし、記載の要領は、ရ目を「要」欄に「⮬動車」、

「⤮⏬」、「ᛂ᥋ࢺࢵࢭ」というように記載し、数㔞を「備考」欄に記載するこ

と。

࢜   㡸金又は㈓金 㡸金又は㈓金については、ṧ㧗を記載するものとし、「要」欄には、「ṧ㧗」

と記載すること。

࢝   金㖹ಙク   金㖹ಙクについては、ಙクしている金㖹の額及びಙクのタ定年月日を記載する       

ものとし、「要」欄には、「金㖹ಙク」と記載すること。

࢟   有価ドๆ   金⼥ၟရྲྀᘬ法第２条第１項及び第２項に規定する有価ドๆ（金㖹ಙクのཷ┈   

ドๆ及びཷ┈ᶒを除く。）については、✀㢮、㖭、数㔞、ྲྀᚓの価額及びྲྀᚓ

年月日を記載するものとし、記載の要領は、✀㢮を「要」欄に「国മ」、「ᰴ

式」、「♫മ」というように記載し、㖭及び数㔞を「備考」欄に「ఱ年ఱ月Ⓨ

行１０年国മ（額面１００万円）」、「⏥ᰴ式会♫Ⓨ行ᰴ式（１㸪０００ᰴ）」

というように記載すること。

ࢡ   出資による  出資によるᶒについては、出資ඛ、出資ඛごとの金額及び出資年月日を記載    

ᶒ     するものとし、記載の要領は、出資ඛを「要」欄に「⏥合ྡ会♫」、「எ合資

会♫」というように記載すること。

ࢣ   貸金    貸ඛごとのṧ㧗が１００万円を㉸࠼る貸金については、貸ඛ及び貸ඛご

とのṧ㧗を記載するものとし、記載の要領は、貸ඛを「要」欄に「⏥㔝ኴ㑻」、

「எ政治団体」というように記載すること。

ࢥ   ᩜ金     支ᡶࢃれた金額が１００万円を㉸࠼るᩜ金については、支ᡶඛ、ᩜ金の額及び支

ᡶ年月日を記載するものとし、記載の要領は、支ᡶඛを「要」欄に「⏥㔝ኴ㑻」、

「எᰴ式会♫」というように記載すること。
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ࢧ   タの用に ྲྀᚓの価額が１００万円を㉸࠼るタの用に関するᶒについては、✀㢮、

関するᶒ  対㇟となるタのྡ⛠、ྲྀᚓの価額及びྲྀᚓ年月日を記載するものとし、記載の

要領は、✀㢮を「要」欄に「ࣇࣝࢦ場会員ᶒ」、「࣏ࢫーࣈࣛࢡࢶ会員ᶒ」と

いうように記載し、タのྡ⛠を「備考」欄に「⏥ࣜࢺࣥ࢝ーࣈࣛࢡ」、「எ会

員ไ࣏ࢫーࣈࣛࢡࢶ」というように記載すること。

ࢩ   入金    入ඛごとのṧ㧗が１００万円を㉸࠼る入金については、入ඛ及び入ඛ           

ごとのṧ㧗を記載するものとし、記載の要領は、入ඛを「要」欄に「⏥㖟行

（எ支ᗑ）」というように記載すること。

(2) (1)アから࢚まで、࢟及びࢧの資産で政治団体が政治団体となった日（法第３条第１項各号又は法第

㸳条第１項各号の団体となった日（同項第２号の団体にあっては、法第㸴条の２第２項๓ẁの規定に

よるᒆ出がされた日）をいう。以下同じ。）๓にྲྀᚓしたものについて、そのྲྀᚓの価額が明らかで

ない場合は、その旨を「備考」欄に記載するとともに、ྲྀ ᚓにおける価に見積った金額を記載し、

その金額が見積額である旨を記するものとし、ྲྀᚓの価額及びྲྀᚓ年月日が明らかでない場合は、

その旨を「備考」欄に記載するとともに、当該政治団体が政治団体となった年月日及び当該年月日に

おける価に見積った金額を記載し、その年月日が政治団体となった年月日である旨及びその金額が

見積額である旨を記すること。

また、ྲྀᚓ年月日が明らかでない場合は、その旨及び当該政治団体が政治団体となった年月日を  

「備考」欄に記載すること。

の資産で政治団体が政治団体となった日๓のྲྀᚓに係るものについて、そのྲྀᚓ年月日ࢥ及びࢡ(1) (3)

が明らかでない場合は、その旨及び当該政治団体が政治団体となった年月日を「備考」欄に記載する

こと。

(4) (1)アから࢚まで、࢟及びࢧの資産で政治団体が政治団体となった日からᖹᡂඖ年１２月３１日まで

にྲྀᚓしたものについて、そのྲྀᚓの価額が明らかでない場合は、その旨を「備考」欄に記載すると

ともに、ྲྀ ᚓにおける価に見積った金額を記載し、その金額が見積額である旨を記するものと

し、ྲྀᚓの価額及びྲྀᚓ年月日が明らかでない場合は、その旨を「備考」欄に記載するとともに、

ᖹᡂ㸳年１月１日における価に見積った金額を記載し、その金額がᖹᡂ㸳年１月１日における価

見積額である旨を記すること。

また、ྲྀᚓ年月日が明らかでない場合は、その旨及び当該政治団体が政治団体となった年月日を  

「備考」欄に記載すること。

の資産で政治団体が政治団体となった日からᖹᡂඖ年１２月３１日までのྲྀᚓに係るࢥ及びࢡ(1) (5)

ものについて、そのྲྀᚓ年月日が明らかでない場合は、その旨及び当該政治団体が政治団体となった

年月日を「備考」欄に記載すること。

22 様式（その１９）について

(1) １２月３１日現在で資金管理団体として指定されている場合には、同日において有する資産等のう

ち不動産（２１の(1)のアから࢘までの資産をいう。以下同じ。）の用の現ἣについて、次の例に

より項目別に分㢮したୖで記載し、それࡒれ別ⴥとすること。

   なお、「項目別区分」欄には、これらの区分を記載すること。

ア 土地     土地については、所在、事務所の用に供している場合にあってはその旨、事務所         

以外の用に供している場合にあってはその用途୪びに当該土地を現に使用して

いる者ごとの用途、使用している面積、その者と当該資金管理団体及びその代表
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者との関係୪びに使用の対価の価額を記載すること。

この場合において、「要」欄には、所在を「㛗ᓮᕷ１⏫ۑۑ目１␒１号」と

いうように記載し、「用途」欄には、事務所の用に供している場合にあってはそ

の旨を「事務所（事務所用の駐車場を含む。）」というように、事務所以外の用

に供している場合にあってはその用途を「賃貸」、「無償貸与」というように記

載し、「使用者と当該資金管理団体及びその代表者との関係」欄には、事務所以

外の用に供している場合において当該土地を現に使用している者と当該資金管

理団体及びその代表者との関係を「当団体の職員」、「当団体の代表者の秘書」

「当団体の職員以外の個人」というように記載し、「使用者ごとの用途」欄には、

事務所以外の用に供している場合において当該土地を現に使用している者ごと

の用途を「住居」、「事務所用以外の駐車場」というように記載し、「使用者ご

との使用面積」欄には、事務所以外の用に供している場合において当該土地を現

に使用している者ごとの使用面積を「１００㎡」というように記載し、「使用者

ごとの使用の対価の価額」欄には、事務所以外の用に供している場合において当

該土地を現に使用している者ごとの使用の対価の価額を「１０万円／月」という

ように記載すること。

イ ᘓ≀     ᘓ≀については、所在、事務所の用に供している場合にあってはその旨、事務所

以外の用に供している場合にあってはその用途୪びに当該ᘓ≀を現に使用して

いる者ごとの用途、使用しているᗋ面積、その者と当該資金管理団体及びその代

表者との関係୪びに使用の対価の価額を記載すること。

この場合において、「要」欄には、所在を「㛗ᓮᕷ１⏫ۑۑ目１␒１号」と

いうように記載し、「用途」欄には、事務所の用に供している場合にあってはそ

の旨を「事務所」というように、事務所以外の用に供している場合にあってはそ

の用途を「賃貸」、「無償貸与」というように記載し、「使用者と当該資金管理

団体及びその代表者との関係」欄には、事務所以外の用に供している場合におい

て当該ᘓ≀を現に使用している者と当該資金管理団体及びその代表者との関係

を「当団体の職員」、「当団体の代表者の秘書」、「当団体の職員以外の個人」

というように記載し、「使用者ごとの用途」欄には、事務所以外の用に供してい

る場合において当該ᘓ≀を現に使用している者ごとの用途を「住居」、「ᗜ」

というように記載し、「使用者ごとの使用面積」欄には、事務所以外の用に供し

ている場合において当該ᘓ≀を現に使用している者ごとの使用面積を「１００

㎡」というように記載し、「使用者ごとの使用の対価の価額」欄には、事務所以

外の用に供している場合において当該ᘓ≀を現に使用している者ごとの使用の

対価の価額を「１０万円／月」というように記載すること。

࢘   ᘓ≀の所有を ᘓ≀の所有を目的とする地ୖᶒ又は土地の賃ᶒについては、当該ᶒに係る

目的とする  土地の所在、事務所の用に供している場合にあってはその旨、事務所以外の用に

地ୖᶒ又は  供している場合にあってはその用途୪びに当該土地を現に使用している者ごとの    

土地の賃ᶒ 用途、使用している面積、その者と当該資金管理団体及びその代表者との関係୪

びに使用の対価の価額を記載すること。

           この場合において、「要」欄には、所在を「㛗ᓮᕷ１⏫ۑۑ目１␒１号」と           

うように記載し、「用途」欄には、事務所の用に供している場合にあってはその

旨を「事務所（事務所用の駐車場を含む。）」というように、事務所以外の用に
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供している場合にあってはその用途を「賃貸」、「無償貸与」というように記載

し、「使用者と当該資金管理団体及びその代表者との関係」欄には、事務所以外

の用に供している場合において当該土地を現に使用している者と当該資金管理団

体及びその代表者との関係を「当団体の職員」、「当団体の代表者の秘書」、「当

団体の職員以外の個人」というように記載し、「使用者ごとの用途」欄には、事

務所以外の用に供している場合において当該土地を現に使用している者ごとの用

途を「住居」、「事務所以外の駐車場」というように記載し、「使用者ごとの使

用面積」欄には、事務所以外の用に供している場合において当該土地を現に使用

している者ごとの使用面積を「１００㎡」というように記載し、「使用者ごとの

使用の対価の価額」欄には、事務所以外の用に供している場合において当該土地

を現に使用している者ごとの使用の対価の価額を「１０万円／月」というように

記載すること。

(2) 「使用者と当該資金管理団体及びその代表者との関係」欄から「使用者ごとの使用の対価の価額」

欄までについては、同一の不動産に関し当該不動産を現に使用している者と当該資金管理団体及び

その代表者との関係が同一の関係にある者が複数いるときにあっては、一人ずつ行を分けて記載す

るものとし、その際、「使用者ごとの使用面積」欄については、各使用者の専有面積で按分するな

どして、適宜記載すること。

(3) 「使用者と当該資金管理団体及びその代表者との関係」欄から「使用者ごとの使用の対価の価額」

欄までについては、事務所の用に供している不動産の場合には記載を要しないこと。

(4) １２月３１日現在で資金管理団体として指定されていない場合又は同日において不動産を有してい

ない場合には、この様式は記載を要しないこと。

23 法第１８条の２第１項の規定による政治団体について

（1）政治団体のうち法第１８条の２第１項の規定による政治団体（以下「特定パーティー開催団体」と

いう。）にあっては、報告書を提出する日現在で、当該特定パーティー開催団体の開催した政治資

金パーティーに係るすべての収入（予定される収入を含む。）及び支出（予定される支出を含む。）

の総額、項目別の金額及び以下に掲げる事項（これらの事項がないときは、その旨）を記載するも

のとし、予定される収入又は支出を記載する場合においては、当該収入又は支出が予定される収入

又は支出である旨を「備考」欄に記載すること。

（2）様式（その１）については次のように記載すること。

ア 「活動区域の区分」欄の中の「□」については、政治資金パーティを開催する場所について、該

当するものに「レ」を記入すること。

イ 特定パーティー開催団体にあっては、当該特定パーティー開催団体が開催した政治資金パーティ

ーの開催年月日を「（令和 年 月 日開催分）」の箇所に記載すること。

24 この報告書を提出する際には、政党（政党の支部を除く。）又は政治資金団体にあっては監査意見書

及び領収書等の写し（当該領収書等を複写機により複写したものに限る。以下同じ。）、国会議員関係

政治団体（当該年中において一部の期間のみ国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていた

ものを含む。）にあっては政治資金監査報告書及び領収書等の写し、その他の政治団体にあっては領収

書等の写しを提出すること。

  なお、第９条第２項第１号に掲げる場合にあっては、振込明細書の写しを当該振込明細書に係る支出

目的書と併せて提出すること。


